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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。  

２ 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当連結会計年度よ

り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。 

  

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 
決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

 売上高 (百万円) 469,289 476,462 524,785 552,189 555,227 

 経常利益 (百万円) 12,658 16,344 25,961 24,752 33,038 
 親会社株主に帰属する 
 当期純利益 

(百万円) 5,402 9,325 13,650 18,033 20,985 

 包括利益 (百万円) 2,061 19,120 23,204 34,628 2,660 

 純資産額 (百万円) 257,460 270,449 285,133 309,227 308,722 

 総資産額 (百万円) 467,082 484,456 520,123 557,962 577,251 

 １株当たり純資産額 (円) 734.61 773.39 814.35 890.30 881.09 
１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 15.96 27.68 40.50 53.52 62.98 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

(円) 15.95 27.65 40.47 53.48 62.92 

 自己資本比率 (％) 53.0 53.8 52.8 53.5 50.6 

 自己資本利益率 (％) 2.2 3.7 5.1 6.3 7.1 

 株価収益率 (倍) 31.27 19.69 15.46 15.81 15.31 
 営業活動による 
 キャッシュ・フロー 

(百万円) 15,842 32,775 33,924 33,602 59,704 

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー 

(百万円) △28,057 △32,937 △38,716 △38,214 △40,751 

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,025 3,770 5,858 △804 △3,551 

 現金及び現金同等物 
 の期末残高 

(百万円) 27,157 31,747 33,803 28,020 43,161 

 従業員数 
 [外、平均臨時従業員数] 

(名) 
8,489 8,600 8,907 8,529 9,376 

[1,227] [1,263] [1,394] [1,708] [1,821] 
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(2) 提出会社の経営指標等 

（注） 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 
決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

 売上高 (百万円) 266,859 268,496 291,662 298,673 290,556 

 経常利益 (百万円) 4,206 11,597 14,888 15,751 18,475 

 当期純利益 (百万円) 2,000 7,164 6,733 15,334 9,693 

 資本金 (百万円) 33,046 33,046 33,046 33,046 33,046 

 発行済株式総数 (千株) 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

 純資産額 (百万円) 202,331 207,587 211,016 224,650 223,240 

 総資産額 (百万円) 362,569 369,586 390,135 410,194 409,670 

 １株当たり純資産額 (円) 600.04 615.58 625.79 670.14 672.55 

 １株当たり配当額 
 (内１株当たり 
 中間配当額) 

(円) 
16.00 16.00 16.00 16.00 18.00 
(8.00) (8.00) (8.00) (8.00) (8.00) 

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 5.91 21.26 19.98 45.51 29.09 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

(円) 5.91 21.24 19.96 45.47 29.06 

 自己資本比率 (％) 55.8 56.1 54.1 54.7 54.4 

 自己資本利益率 (％) 1.0 3.5 3.2 7.0 4.3 

 株価収益率 (倍) 84.43 25.63 31.33 18.59 33.14 

 配当性向 (％) 270.7 75.3 80.1 35.2 61.9 
 従業員数 
 [外、平均臨時従業員数] 

(名) 
3,266 3,289 3,314 3,344 3,400 
[383] [443] [506] [534] [504] 
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２ 【沿革】 

当社は、昭和24年９月１日、鐘淵紡績株式会社(当時)の企業再建整備計画の認可に基づき分離独立し、繊維部門以

外の全事業を譲り受け、資本金２億円をもって設立されました。 

当初は、か性ソーダ、搾油、石鹸、食油、酵母、食品類、洋紙、和紙、エナメル電線、化粧品、澱粉等極めて多岐

な事業を営んでおりましたが、その後、か性ソーダ、食油、酵母以外の事業を順次整理し、一方、塩化ビニール樹脂

等の事業を開発し、合成樹脂を中核として化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、ライフサイエンス、エレクト

ロニクス、合成繊維、その他の各事業を擁する総合化学会社としての体制を固めてまいりました。 

主な事業の変遷は次のとおりであります。 

  

 

年月 概要 

昭和24年９月 会社設立 

24年10月 東京証券取引所等に上場 

25年７月 塩化ビニール樹脂の製造開始 

28年２月 ショートニングの製造開始 

28年４月 塩ビコンパウンドの製造開始 

32年７月 アクリル系合成繊維「カネカロン」の製造開始 

36年12月 高級製菓用油脂の製造開始 

39年６月 モディファイヤーの製造開始 

40年７月 発泡スチレン樹脂の製造開始 

42年６月 塩ビ系特殊樹脂の製造開始 

45年４月 押出法発泡ポリスチレンボードの製造開始 

45年11月 鹿島工場竣工 

45年12月 海外子会社カネカベルギーN.V.設立 

48年10月 ビーズ法発泡ポリオレフィンの製造開始 

48年10月 複合磁性材料の製造開始 

48年12月 ㈱サンスパイス（現・㈱カネカサンスパイス）に資本参加し子会社化、香辛料の製造開始 

49年10月 

49年12月 

子会社栃木カネカ㈱設立 

医薬品バルクの製造開始 

52年10月 医薬品バルク ユビデカレノン（コエンザイムＱ１０）の製造開始 

53年10月 耐候性ＭＭＡ系フィルムの製造開始 

54年１月 海外子会社カネカシンガポールCo.(Pte) Ltd.設立 

54年２月 変成シリコーンポリマーの製造開始 

57年５月 海外子会社カネカテキサスCorp.設立 

58年４月 医薬品中間体の製造開始 

59年10月 超耐熱ポリイミドフィルムの製造開始 

61年４月 医療機器の製造開始 

平成５年９月 子会社㈱カネカメディックスを設立 

６年10月 

７年７月 

７年８月 

８年７月 

９年８月 

10年５月 

10年９月 

10年10月 

11年３月 

海外子会社カネカファーマヨーロッパN.V.設立 

液晶関連製品の製造開始 

海外子会社カネカマレーシアSdn.Bhd.設立 

海外子会社カネカエペランSdn.Bhd.設立 

海外子会社カネカハイテックマテリアルズInc.設立 

太陽油脂㈱に追加出資し子会社化 

昭和化成工業㈱に追加出資し子会社化 

子会社カネカソーラーテック㈱設立 

海外子会社カネカペーストポリマーSdn.Bhd.設立 
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年月 概要 

平成11年10月 

13年４月 

  

15年９月 

15年９月 

16年６月 

16年９月 

電力用太陽電池の製造開始 

日本での機能性食品素材販売開始（厚生労働省通達にてコエンザイムＱ１０が食品に分類され

たことによる） 

海外子会社蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司設立 

海外子会社青島海華繊維有限公司設立 

海外子会社カネカニュートリエンツL.P.設立 

「鐘淵化学工業株式会社」から「株式会社カネカ」へ商号変更 

18年７月 カネカテキサスCorp.がカネカハイテックマテリアルズInc.を合併 

21年４月 サンビック㈱に追加出資し子会社化 

22年７月 ユーロジェンテックS.A.に出資し子会社化 

22年10月 海外子会社カネカイノベイティブファイバーズSdn.Bhd.設立 

23年８月 海外子会社カネカモディファイヤーズドイチュラントGmbH設立 

24年４月 カネカアピカルマレーシアSdn.Bhd.を連結子会社化 

24年４月 米国関係会社を、米州統括会社であるカネカアメリカズホールディングInc.、事業会社である

カネカノースアメリカLLC、カネカファーマアメリカLLCの３社体制に再編 

24年４月 アジア統括会社として鐘化企業管理（上海）有限公司設立 

25年７月 食品事業部門の販売会社４社（カネカ食品販売㈱、東京カネカ食品販売㈱、東海カネカ食品販

売㈱、九州カネカ食品販売㈱）をカネカ食品㈱に再編 

25年10月 海外子会社PT.カネカフーズインドネシア設立 

25年10月 鐘化（佛山）化工有限公司（現・鐘化（佛山）高性能材料有限公司）を連結子会社化 

27年５月 海外子会社カネカMSマレーシアSdn.Bhd.設立 

27年６月 海外子会社カネカタイランドCo.,Ltd.設立 

27年10月 欧州統括会社としてカネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V.設立 

28年１月 セメダイン㈱を公開買付けによる株式取得により連結子会社化 
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３ 【事業の内容】 

当社及び当社の関係会社は、化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、ライフサイエンス、エレクトロニク

ス、合成繊維、その他に関係する事業を主として行っております。各社の当該事業に係る位置付けは次のとおりで

あり、区分内容は「第５ 経理の状況 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一でありま

す。 

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況 (1) 連

結財務諸表 注記事項」をご参照ください。  

  

化成品事業 

か性ソーダ、塩化物、塩化ビニール樹脂はいずれも当社が製造・販売しております。龍田化学㈱及びサンビック

㈱は塩化ビニール樹脂等を成形加工し、販売しております。 

塩ビコンパウンドは当社及び昭和化成工業㈱が製造し、販売は昭和化成工業㈱が行っております。 

塩ビ系特殊樹脂は当社、カネカノースアメリカLLC及びカネカペーストポリマーSdn.Bhd.が製造・販売しておりま

す。 

  

機能性樹脂事業 

モディファイヤーは当社が製造・販売しているほか、カネカモディファイヤーズドイチュラントGmbHが製造、カ

ネカベルギーN.V.、カネカノースアメリカLLC及びカネカマレーシアSdn.Bhd.が製造・販売しております。 

変成シリコーンポリマーは当社が製造・販売しているほか、カネカベルギーN.V.及びカネカノースアメリカLLCが

それぞれ製造・販売しております。セメダイン㈱は接着剤、シーリング材、特殊塗料、粘着テープ等を製造・販売

しております。 

耐候性ＭＭＡ系フィルムは当社が製造・販売しております。 

  

発泡樹脂製品事業 

発泡スチレン樹脂は当社が製造・販売しております。カネカ北海道スチロール㈱、イビデン樹脂㈱等は、当社よ

り原料樹脂を購入して成形加工をしております。関東スチレン㈱等は成形加工のほか、他の子会社等より成型品を

購入し販売しております。カネカフォームプラスチックス㈱、カネカケンテック㈱及び㈱羽根は、当社より原料樹

脂を、他の子会社等より成型品を購入し販売しております。 

ビーズ法発泡ポリオレフィンは当社が製造・販売しているほか、カネカベルギーN.V.、カネカエペラン

Sdn.Bhd.、蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司及び鐘化（佛山）高性能材料有限公司がそれぞれ製造・販売しておりま

す。カネカフォームプラスチックス㈱は当社より原料樹脂を購入して、成形加工、販売しております。また、㈱イ

ーピーイはカネカフォームプラスチックス㈱より成型品を購入して、加工、販売しております。 

押出法発泡ポリスチレンボードは当社、北海道カネライト㈱及び九州カネライト㈱が製造し、販売はカネカケン

テック㈱が行っております。 

㈱ソーラーサーキットの家は、当社の持つソーラーサーキット工法（外断熱・二重通気工法）を基軸にした建材

販売店、建設会社に対する技術ノウハウ、太陽電池及び建築資材の提供・販売を行っております。 

三和化成工業㈱は、当連結会計年度において成型加工機能をカネカフォームプラスチックス㈱に移管し、清算結

了いたしました。 

  

食品事業 

マーガリン、ショートニング等の油脂加工製品は当社のほか、㈱カネカフード、㈱東京カネカフード及び太陽油

脂㈱が製造しております。また、パン酵母は当社が製造しております。これらの製品は当社及び太陽油脂㈱が販売

するほか、カネカ食品㈱を通じて販売しております。㈱カネカサンスパイスは香辛料を製造・販売しております。 
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ライフサイエンス事業 

医薬品(ＡＰＩ・中間体)は当社のほか、㈱大阪合成有機化学研究所、カネカシンガポールCo.(Pte)Ltd.及びユー

ロジェンテックS.A.が製造・販売しております。 

医療機器は当社のほか、㈱カネカメディックス及び㈱リバーセイコーが製造・販売しております。カネカファー

マヨーロッパN.V.等は医療機器を当社より購入し、販売しております。 

機能性食品素材は、当社及びカネカノースアメリカLLCが製造・販売しているほか、ユアヘルスケア㈱及びカネカ

ファーマヨーロッパN.V.が当社及びカネカノースアメリカLLCより購入し販売しております。 

  

エレクトロニクス事業 

超耐熱ポリイミドフィルムは当社のほか、カネカノースアメリカLLC及びカネカアピカルマレーシアSdn.Bhd.が製

造・販売しております。 

光学材料は当社が製造・販売しております。 

超高熱伝導グラファイトシートは栃木カネカ㈱及びカネカアピカルマレーシアSdn.Bhd.が製造し、当社及びカネ

カアピカルマレーシアSdn.Bhd.が販売しております。 

複合磁性材料等は栃木カネカ㈱が製造し、当社が販売しております。 

太陽電池はカネカソーラーテック㈱が製造し、カネカソーラー販売㈱が販売しております。 

  

合成繊維、その他事業 

アクリル系合成繊維は当社が製造・販売しております。 

㈱カネカ高砂サービスセンターは主として当社に係る構内作業の業務を営んでおります。 

 カネカ保険センター㈱は損害保険・生命保険の代理業務を営んでおります。 
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 
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４ 【関係会社の状況】 
 

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合
(％) 

関係内容 

役員の兼任等
資金 
援助 

営業上の取引等 当社
役員

当社 
従業員

(連結子会社)                 
カネカヨーロッパホールディング
カンパニーN.V. 

Zaventem 
Belgium 

58百万 
ユーロ 

欧州における
統括会社 

100 1 2 無 ― 

カネカベルギーN.V. 
Westerlo 
Belgium 

23百万 
ユーロ 

機能性樹脂・
発泡樹脂製品
の製造販売、
太陽電池の組
立販売 

90 
（90) 

1 1 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカアメリカズホールディング
Inc. 

Texas 
U.S.A 

212百万 
米ドル 

米州における
統括会社 

100 1 2 無 ― 

カネカノースアメリカLLC 
Texas 
U.S.A 

166百万 
米ドル 

塩ビ系特殊樹
脂・機能性樹
脂・電 子 材
料・機能性食
品素材の製造
販売 

100 
(100) 

1 1 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカファーマアメリカLLC 
New York 
U.S.A. 

3百万 
米ドル 

医療機器の販
売 

100 
（100) 

0 4 無 
当社の製品の販売を行って
おります。 

カネカマレーシアSdn.Bhd. 
Pahang 
Malaysia 

192百万 
リンギット
マレーシア

機能性樹脂の
製造販売 

100 0 4 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

鐘化貿易（上海）有限公司 
中国 
上海市 

16百万 
人民元 

機能性樹脂・
食品の販売、
マーケティン
グ業務 

100 1 4 無 
当社の製品の販売を行って
おります。 

鐘化企業管理（上海）有限公司 
中国 
上海市 

13百万 
人民元 

アジアにおけ
る統括会社 

100 1 4 無 ― 

カネカペーストポリマー 
Sdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

45百万 
リンギット
マレーシア

塩ビ系特殊樹
脂の製造販売 

100 1 2 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカモディファイヤーズドイ 
チュラントGmbH 

Wesseling 
Germany 

3百万 
ユーロ 

機能性樹脂の
製造 

90 
（90） 

0 1 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカＭＳマレーシアSdn.Bhd. 
Pahang 
Malaysia 

68百万 
リンギット
マレーシア

機能性樹脂の
製造販売 

100 0 3 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカエペランSdn.Bhd. 
Pahang 
Malaysia 

16百万 
リンギット
マレーシア

発泡樹脂製品
の製造販売 

100 0 3 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司 
中国 
江蘇省 

48百万 
人民元 

発泡樹脂製品
の製造販売 

100 0 5 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

鐘化（佛山）高性能材料有限公司 
中国 
広東省 

34百万 
人民元 

発泡樹脂製品
の製造販売 

100 0 5 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカタイランドCo., Ltd. 
Bangkok 
Thailand 

104百万 
タイバーツ 

発泡樹脂製品
の製造販売 

100 0 3 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

PT.カネカフーズインドネシア 
Karawang 
Indonesia 

50,000百 
万ルピア 

加工油脂製品
の製造販売 

50 0 4 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカシンガポールCo.(Pte)Ltd. Singapore 
16百万 

シンガポ 
ールドル 

医薬品中間体
の製造販売 

100 0 4 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカファーマヨーロッパN.V. 
Zaventem 
Belgium 

8百万 
ユーロ 

機能性食品素
材及び医療機
器の販売 

100 
(100) 

0 5 無 
当社の製品の販売を行って
おります。 

ユーロジェンテックS.A. 
Liege 
Belgium 

11百万 
ユーロ 

医薬品の開発
及び製造販売 

70 
（70） 

0 3 有 ― 

カ ネ カ ア ピ カ ル マ レ ー シ ア
Sdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

  94百万
リンギット
マレーシア

電子材料の製
造販売 

100 0 3 有 
当社の製造技術を提供して
おります。 

青島海華繊維有限公司 
中国 
山東省 

269百万 
人民元 

合成繊維の製
造販売 

100 1 3 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカイノベイティブファイバー
ズSdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

160百万
リンギット
マレーシア

合成繊維の製
造販売 

100 1 2 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

カネカ北海道スチロール㈱ 
北海道 
恵庭市 

90
発泡樹脂製品
の加工 

100 0 4 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 

カネカ東北スチロール㈱ 
宮城県 
大崎市 

30
発泡樹脂製品
の加工 

100 0 5 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 

カネカ関東スチロール㈱ 
茨城県 
行方市 

60
発泡樹脂製品
の加工 

100 0 3 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 
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名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合
(％) 

関係内容 

役員の兼任等
資金 
援助 

営業上の取引等 当社
役員

当社 
従業員

カネカ中部スチロール㈱ 
三重県 
四日市市 

32 
発泡樹脂製品
の加工 

100 
(57.39) 

0 5 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 

カネカ西日本スチロール㈱ 
佐賀県 
神埼市 

20 
発泡樹脂製品
の加工 

100 
(100) 

0 4 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 

北海道カネライト㈱ 
北海道 
恵庭市 

107 
発泡樹脂製品
の製造 

100 0 4 有 
当社の委託加工先でありま
す。 

九州カネライト㈱ 
福岡県 
筑後市 

100 
発泡樹脂製品
の製造 

100 0 4 無 
当社の委託加工先でありま
す。 

㈱カネカフード 
神戸市 
西区 

72 
油脂加工製品
の製造 

100 0 3 有 
当社の委託加工先でありま
す。 

㈱東京カネカフード 
埼玉県 
入間郡 

70 
油脂加工製品
の製造 

100 0 4 有 
当社の委託加工先でありま
す。 

長島食品㈱ 
三重県 
桑名市 

71 
冷凍食品の製
造加工 

92.31 0 4 無            ― 

カネカソーラーテック㈱ 
兵庫県 
豊岡市 

600 
太陽電池の製
造 

100 0 5 有 
当社の委託加工先であり、
土地を貸与しております。 

栃木カネカ㈱ 
栃木県 
真岡市 

400 
電子材料の製
造 

100 0 4 有 
当社の委託加工先でありま
す。 

カネカフォームプラスチックス㈱ 
大阪市 
西区 

60 
発泡樹脂製品
の加工販売 

100 0 6 有 
当社製品の成形加工及び販
売、他の子会社等の製品の
販売を行っております。 

㈱羽根 
名古屋市 
中区 

40 
発泡樹脂製品
の販売 

100 0 5 無 
当社及び他の子会社等の製
品の販売を行っておりま
す。 

カネカケンテック㈱ 
東京都 
千代田区 

30 
建設資材等の
販売 

100 0 6 無 
当社及び他の子会社等の製
品の販売を行っておりま
す。 

カネカ食品㈱ 
東京都 
新宿区 

200 食品の販売 100 0 5 無 
当社及び他の子会社等の製
品の販売を行っておりま
す。 

カネカソーラー販売㈱ 
大阪市 
西区 

60 
太陽電池の販
売 

100 0 5 無 
当社の製品の販売を行って
おります。 

龍田化学㈱ 
東京都 
中央区 

300 
塩化ビニール
樹脂の成形加
工及び販売 

70.59 1 5 有 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

昭和化成工業㈱ 
埼玉県 
羽生市 

62 
塩ビコンパウ
ンドの製造販
売 

71.37 1 2 無 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

セメダイン㈱ 
東京都 
品川区 

3,050 
接着剤、シー
リング材等の
製造販売 

51.46 0 0 無 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

セメダインオートモーティブ㈱ 
東京都 
品川区 

400 
接着剤、シー
リング材等の
製造販売 

100 
(100) 

0 0 無 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

関東スチレン㈱ 
栃木県 
小山市 

90 
発泡樹脂製品
の加工販売 

97.51 0 5 有 
当社製品の成形加工及び販
売を行っております。 

高知スチロール㈱ 
高知県 
香美市 

70 
発泡樹脂製品
の加工 

95.24 0 4 有 
当社製品の成形加工を行っ
ております。 

玉井化成㈱ 
北海道 
小樽市 

50 
発泡樹脂製品
の加工販売 

100 0 4 有 
当社製品の成形加工及び販
売を行っております。 

㈱カネカサンスパイス 
大阪市 
淀川区 

200 
香辛料の製造
販売 

100 0 4 有 
当社の製品の委託加工及び
販売を行っております。 

太陽油脂㈱ 
横浜市 
神奈川区 

120 
油脂加工製品
の製造販売 

69.59 0 4 無 
当社の委託加工先でありま
す。 

新化食品㈱ 
東京都 
中央区 

210 
食品の製造販
売 

70 0 4 無 ― 

サンビック㈱ 
東京都 
墨田区 

202 
塩化ビニール
樹脂等の成形
加工及び販売 

53.54 1 6 有 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

㈱ヴィーネックス 
香川県 
観音寺市 

310 
エレクトロニ
クス部品の製
造・販売等 

66 0 3 無 
当社の製造技術を提供して
おります。 

㈱ソーラーサーキットの家 
横浜市 
鶴見区 

80 

建築工法のラ
イセンス及び
建築資材の販
売 

55 0 4 有 
当社の製品の販売を行って
おります。 
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(注) １ カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V.、カネカベルギーN.V.、カネカアメリカズホールディング

Inc.、カネカノースアメリカLLC、カネカマレーシアSdn.Bhd.、青島海華繊維有限公司、カネカイノベイテ

ィブファイバーズSdn.Bhd.及びカネカ食品(株)は特定子会社であります。 

２ セメダイン(株)は有価証券報告書の提出会社であります。 

３ 議決権の所有割合の（  ）内は、間接所有割合で内数であります。 

    ４ カネカ食品(株)については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が

      10％を超えております。 

  

 

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合
(％) 

関係内容 

役員の兼任等
資金 
援助 

営業上の取引等 当社
役員

当社 
従業員

㈱カネカメディックス 
大阪市 
北区 

450 
医療機器の製
造販売 

100 0 3 無 
当社の製造技術を提供して
おり、当社の製品の販売を
行っております。 

㈱リバーセイコー 
長野県 
岡谷市 

3 
医療機器の製
造販売 

80 0 5 有 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

㈱大阪合成有機化学研究所 
兵庫県 
西宮市 

35 
医薬品 (ＡＰ
Ｉ・中間体)の
製造販売 

100 0 5 有 
当社の委託加工先でありま
す。 

ユアヘルスケア㈱ 
大阪市 
北区 

30 
健康補助食品
の販売 

100 0 4 無 
当社の製品の販売を行って
おります。 

ＯＬＥＤ青森㈱ 
青森県 
上北郡 

250 
有機ＥＬ照明
の製造及び研
究・技術開発 

100 0 6 有 
当社の委託生産及び委託研
究先であります。 

㈱カネカ高砂サービスセンター 
兵庫県 
高砂市 

10 
当社の付帯業
務の受託 

100 0 2 無 
当社の付帯業務の委託先で
あります。 

カネカ保険センター㈱ 
大阪市 
西区 

10 
損害保険・生
命保険の代理
業 

100 1 2 無 
当社の損害保険の代理業務
を行っております。 

その他 16社                 

(持分法適用関連会社)                 

イビデン樹脂㈱ 
岐阜県 
揖斐郡 

60 
発泡樹脂製品
の製造販売 

40 0 2 無 
当社の製品の成形加工及び
販売を行っております。 

㈱イーピーイ 
東京都 
荒川区 

30 
発泡樹脂製品
の加工販売 

33.42 0 1 無 
当社の製品の加工及び販売
を行っております。 

その他 1社                 
 

主要な損益情報等 (1) 売上高 111,853百万円 

  (2) 経常損失 △57百万円 

  (3) 当期純損失 △167百万円 

  (4) 純資産額 4,067百万円 

  (5) 総資産額 29,735百万円 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成28年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、主として当社における経理部、総務部等本社スタッフ部門及

び各セグメントに直課できない研究部門に所属しているものであります。 

３ 前連結会計年度に比べ従業員数が847名増加しておりますが、主としてセメダイン(株)を公開買付けによる

株式取得により、連結子会社としたことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成28年３月31日現在 

  

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、主として当社における経理部、総務部等本社スタッフ部門及

び各セグメントに直課できない研究部門に所属しているものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、組合員数2,999名であり、労使関係は良好であります。当社グループの労使関係について

特に記載すべき事項はありません。 

  

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

化成品 793 [     95] 

機能性樹脂 1,517 [    238] 

発泡樹脂製品 1,061 [    327] 

食品 1,532 [    410] 

ライフサイエンス 1,319 [    281] 

エレクトロニクス 853 [    147] 

合成繊維、その他 647 [     83] 

全社(共通) 1,654 [    240] 

合計 9,376 [  1,821] 
 

従業員数(名) 平均年齢(才・月) 平均勤続年数(年・月) 平均年間給与(円) 

3,400 40・3 17・3 7,469,661 
 

セグメントの名称 従業員数(名) 

化成品 327 [    27] 

機能性樹脂 306 [    15] 

発泡樹脂製品 226 [    17] 

食品 243 [    36] 

ライフサイエンス 296 [   116] 

エレクトロニクス 310 [    26] 

合成繊維、その他 197 [    27] 

全社(共通) 1,495 [   240] 

合計 3,400 [   504] 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度の世界経済は、米国の堅調な景気回復が続き、欧州経済も緩やかな回復基調の下で推移しました

が、年後半は、日・米・欧の金融政策の影響や中国を中心とした新興国の経済減速、原油をはじめ資源価格の大幅

下落や地政学的リスクの高まりなどにより不透明感が拡大しました。わが国経済も、緩やかな回復基調を持続した

ものの、足元は個人消費が伸び悩むとともに、新興国の需要の減速や急速な円高進行が企業業績に影響を与え始

め、先行き不透明な情勢となっております。 

このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、海外事業の拡大により555,227百万円（前連

結会計年度（以下、前期）比0.6％増）と６期連続の増収となり、過去 高の売上高となりました。また、営業利益

は38,220百万円(前期比55.1％増)、経常利益は33,038百万円(前期比33.5％増)、親会社株主に帰属する当期純利益

は20,985百万円(前期比16.4％増)といずれも大幅な増益となりました。 

  
セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

① 化成品事業 

塩化ビニール樹脂は、国内需要は低調に推移しましたが、円安や原料価格の下落を背景として海外向け販売が好

調に推移しました。塩ビペースト樹脂は、海外向け販売が増加しました。また塩素化塩ビは、米国における生産能

力増強が販売に寄与しました。か性ソーダは、国内需要が低調に推移しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は103,430百万円と前期比7,285百万円（6.6％減）の減収となりましたが、営

業利益は5,568百万円と前期比2,640百万円（90.2％増）の増益となりました。 

  

② 機能性樹脂事業 

モディファイヤーは、製品差別化力の向上とグローバルな取り組みを強化すると共に、非塩ビ用途向けなど新製

品の市場開発を進めたことで、収益が拡大しました。変成シリコーンポリマーは、オンリーワン製品としてユニー

クな品質特性への評価が高く、建築用途などでの他素材からの置き換えに加え、欧米及びアジア市場での販売が拡

大しました。また、当第４四半期連結会計期間よりセメダイン㈱を連結子会社化しました。資本関係の強化によ

り、今後高成長が期待される市場のニーズを的確に捉えた製品開発を積極的に進めてまいります。 

以上の結果、当セグメントの売上高は98,385百万円と前期比2,998百万円（3.1％増）の増収となり、営業利益は

15,117百万円と前期比3,824百万円（33.9％増）の増益となりました。 

  

③ 発泡樹脂製品事業 

発泡スチレン樹脂・成型品は、農水産分野および土木分野を中心に販売が堅調に推移し、原料価格の下落及びコ

ストダウン効果も寄与して収益が拡大しました。押出法発泡ポリスチレンボードは、住宅関連市場の回復のペース

が遅く、前年並みの販売数量となりました。ビーズ法発泡ポリオレフィンは、中国経済の減速の影響を受けたもの

の、欧州市場での自動車分野向けの販売数量が増加しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は65,148百万円と前期比924百万円（1.4％減）の減収となりましたが、営業

利益は6,310百万円と前期比1,889百万円（42.8％増）の増益となりました。 

  

④ 食品事業 

食品は、国内需要の伸び悩みと低価格志向が継続する中で、消費者のニーズを先取りした新製品の開発・販売に

注力し、販売数量の拡大と製品ミックスの高付加価値化に努めると共に事業構造改革を着実に進めた結果、事業採

算は大きく改善しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は144,960百万円と前期比5,231百万円（3.7％増）の増収となり、営業利益も

3,748百万円と前期比1,941百万円（107.4％増）の増益となりました。 

  

― 13 ―



⑤ ライフサイエンス事業 

医療機器は、インターベンション事業の国内・海外向けの販売が堅調に推移し、欧米などグローバル市場での新

製品の販売拡大や、消化器内治療など新領域への事業拡大、また他社との共同事業にも注力しました。医薬品は、

中間体の販売数量が増加し、ＡＰＩ（医薬品としての有効成分を有する原体）やバイオロジクス分野における販売

も順調に拡大しました。機能性食品素材は、サプリメント市場におけるヘルスケア効果の認知が一段と進み、日本

では機能性表示食品制度がスタートしたことも背景に、海外市場、日本市場ともに着実に販売数量が増加しまし

た。 

以上の結果、当セグメントの売上高は58,922百万円と前期比5,522百万円（10.3％増）の増収となり、営業利益は

11,723百万円と前期比2,381百万円（25.5％増）の増益となりました。 

  

⑥ エレクトロニクス事業 

超耐熱ポリイミドフィルム、超高熱伝導グラファイトシート、光学材料は、全般的にスマートフォン市場の需要

低迷の影響を大きく受けました。その中で超高熱伝導グラファイトシートは、スマートフォンメーカーでの採用モ

デルの増加により販売数量が増加しました。太陽電池は、世界 高レベルの変換効率を誇るヘテロ接合技術を用い

た新製品の販売を開始するなど技術開発に注力すると同時に、事業構造改革を引き続き進め、採算が改善しまし

た。 

以上の結果、当セグメントの売上高は39,123百万円と前期比3,625百万円（8.5％減）の減収となり、営業利益は

19百万円と前期比963百万円の増益となりました。 

  

⑦ 合成繊維、その他事業 

合成繊維は、アフリカ市場での頭髪分野向けの旺盛な需要が持続する中で、当社の品質・ブランド力により好調

な販売を継続しました。また円安が続いたことも寄与し、収益が大幅に拡大しました。マレーシアにおける新工場

につきましては、早期の稼働に向けた取り組みに注力しております。 

以上の結果、当セグメントの売上高は45,257百万円と前期比1,121百万円（2.5％増）の増収となり、営業利益は

15,658百万円と前期比3,527百万円（29.1％増）の増益となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ 

15,141百万円増加し、43,161百万円となりました。 

区分毎の概況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、59,704百万円（前期比26,101百万円増）となりました。

税金等調整前当期純利益30,601百万円、減価償却費26,438百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額5,386百

万円等による資金の減少がその主な内容です。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の支出は、40,751百万円（前期比2,537百万円増）となりました。有

形固定資産の取得による支出38,552百万円がその主な内容です。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の支出は、3,551百万円（前期比2,747百万円増）となりました。借

入による資金の増加5,383百万円と、配当金の支払5,344百万円、自己株式の取得による支出3,584百万円による資金

の減少がその主な内容です。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 生産金額は売価換算値で表示しております。 

２ 連結会社間の取引が複雑で、セグメント毎の生産高を正確に把握することが困難なため、概算値で表示して

おります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

主として見込み生産であります。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

セグメントの名称 当連結会計年度(百万円) 前年同期比(％) 

化成品 93,147 △5.1 

機能性樹脂 94,009 3.2 

発泡樹脂製品 47,745 △3.7 

食品 72,645 1.4 

ライフサイエンス 62,558 23.0 

エレクトロニクス 44,143 △5.9 

合成繊維、その他 44,817 6.3 

合計 459,067 1.9 
 

セグメントの名称 当連結会計年度(百万円) 前年同期比(％) 

化成品 103,430 △6.6 

機能性樹脂 98,385 3.1 

発泡樹脂製品 65,148 △1.4 

食品 144,960 3.7 

ライフサイエンス 58,922 10.3 

エレクトロニクス 39,123 △8.5 

合成繊維、その他 45,257 2.5 

合計 555,227 0.6 
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３ 【対処すべき課題】 

(1) 当面の対処すべき課題の内容等 

当社グループは、平成21年に策定した長期経営ビジョン『KANEKA UNITED宣言』において、『人と、技術の創造的

融合により未来を切り拓く価値を共創し、地球環境とゆたかな暮らしに貢献します。』を企業理念と定め、市場ニ

ーズを先取りした事業創造・新製品開発を行い、地球環境とゆたかな暮らしに貢献し、共に未来を創りだしていく

「先見的価値共創グループ」“Dreamology Company”として、新興国を含めた世界の市場で存在感のある真のグロ

ーバル企業を目指しております。 

「環境・エネルギー」「健康」「情報通信」「食料生産支援」を重点戦略分野と位置づけ、経営の重点施策とし

て、①研究開発型企業への進化、②グローバル市場での成長促進、③グループ戦略の展開、④アライアンスの推

進、⑤ＣＳＲの重視、に取り組むとともに、事業ポートフォリオの変革と成長領域への事業シフトに注力し、長期

経営ビジョンに掲げた新たな成長・飛躍の実現を目指しております。中期経営計画においては、Ｒ＆Ｄの強化によ

る新規事業の創出とグローバルな飛躍に注力し、事業構造を変革させ、当社グループの変革と成長を加速してまい

ります。 

長期経営ビジョンで掲げた諸施策やグループ業績目標を実現していく上で、既存事業の一層の強化と新規事業の

早期戦力化による収益力向上、市場・顧客志向に立脚したビジネスモデルへの変革、製造・研究・技術・営業を含

めたバリューチェーン全体のコストパフォーマンスの向上、現地視点に立脚したグローバル化の加速、を当面の課

題として位置づけております。そして、これらの諸課題を解決して魅力ある企業像と競争力のある事業構造の実現

に取り組み、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの期待に応え、高く評価される企業に変革してまいりま

す。 

  

(2) 株式会社の支配に関する基本方針 

① 基本方針の内容  

当社が公開会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然であり、仮に当社取締役会

の賛同を得ずに、いわゆる「敵対的買収」がなされたとしても、それが企業価値ひいては株主共同の利益につな

がるものであるならば、これを一概に否定するものではありません。しかし、当社株式に対する大規模な買収行

為が行われる場合には、株主に十分な情報提供が行われることを確保する必要があると考えます。また、もっぱ

ら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう敵対的かつ濫用

的買収が当社を対象に行われた場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために、必要・適正な

対応策を採らなければならないと考えております。 

  

② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み 

イ．長期経営ビジョン『KANEKA UNITED宣言』 

当社は、平成21年に創立60周年を迎えて、2020年（平成32年）に向けた長期経営ビジョン『KANEKA UNITED

宣言』を策定いたしました。この中で、カネカグループの抜本的な「変革」と継続的な「成長」をめざし、

「環境・エネルギー」「健康」「情報通信」「食料生産支援」を重点戦略分野と位置づけ、経営の重点施策

として、（ⅰ）研究開発型企業への進化、（ⅱ）グローバル市場での成長促進、（ⅲ）グループ戦略の展

開、（ⅳ）アライアンスの推進、（ⅴ）ＣＳＲの重視、に取り組んでおります。 

  

ロ．中期経営計画 

平成28年度は、カネカグループは新たな成長ステージに入っており、長期経営ビジョンの実現に向けて、

「変革」と「成長」を目標に、３ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。 

ポイントは以下のとおりです。 

ⅰ．「研究開発」と「グローバル化の推進」を成長ドライブとして、事業ポートフォリオの変革を加速しま

す。 

・オープンイノベーションを推進し、機能性樹脂、エレクトロニクス、ライフサイエンス領域における新

規・既存両分野で事業拡大を図ります。 

・有機ＥＬ照明、バイオポリマー、オプトエレクトロケミカルズ、再生・細胞医療、バイオ医薬等の大型新

規事業の立ち上げに注力し、新製品売上高を伸張させていきます。 
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・米州、欧州、アジアにおける地域統括会社において、地域本社機能を強化し、現地視点に立った地域戦略

の遂行により、新市場の開拓や社外資源の活用等迅速に進め、海外売上高をさらに伸ばしていきます。 

ⅱ．優れた技術と素材開発を進め、ソリューションを提供できるメーカーを目指します。 

・環境保護や省エネルギー化を実現する製品や技術開発を積極的に推進します。太陽電池をはじめ住宅関連

の差別化した部材・工法を活かし、住宅のゼロエネルギー化に貢献するシステムやソリューションの提供

により高品質でサスティナブルな住宅市場創出に貢献します。 

・医療器、医薬品原料等のグローバル展開や機能性食品素材のラインアップの拡充により、世界の人々の健

康に貢献します。 

ⅲ．当社の「変革」と「成長」を牽引するグローバルに活躍できる人材、リーダーシップを発揮できる人材の

育成を重要な経営課題と位置づけ、育成プログラムを拡充します。 

  

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

当社は、引き続き当社の中長期にわたる企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当

社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下、「本プラン」といいます）の継続を、平成28年６月29日開催

の第92回定時株主総会において株主のみなさまにご承認いただいております。本プランの概要は以下のとおりで

す。 

イ. 本プランは、特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等に対する買付行為（以下、「大規

模買付行為」といいます）を対象とします。 

ロ. 当社の株券等に対する大規模買付行為を行おうとする際に遵守されるべき所定の手続（以下、「大規模買付

ルール」といいます）を予め定めておいて、当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報提供を求め、

当該大規模買付行為についての情報収集・検討を行い、また株主のみなさまに対して当社取締役会としての

意見や代替案等を提示する、あるいは買付者との交渉を行っていく機会と時間を確保します。 

ハ. 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは、大規模買付ルールを遵守した場合であって

も、当社に回復しがたい損害を与えるなど当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場

合には、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、当該大規模買付行為に対する対抗措置

として新株予約権の無償割当を行うことがあります。 

ニ. 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、当社取締役会から独立した組織である特別委員会に対し、対抗

措置の発動の可否を諮問します。対抗措置の発動の可否は、当社取締役会の決議によりますが、当社取締役

会は、特別委員会の勧告を 大限尊重いたします。また、当社取締役会が株主の皆様の意思を確認すること

が適切であると判断した場合には、株主総会を招集し、対応措置発動その他当該大規模買付行為に関する株

主の皆様の意思を確認することができるものとします。 

ホ. 本プランの有効期間は、平成31年６月開催予定の当社第95回定時株主総会終結の時までとします。 
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④ 取締役会の判断及びその判断に係る理由 

当社取締役会は、前号の取組みが、本基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうもの

ではないこと、及び当社の会社役員の地位を維持するものでないこと、という三つの要件に該当すると判断して

おります。その理由は、以下に記載するとおりであります。 

  

イ. 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しております。また、企業価値研究会が平成20

年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示された考え方に沿

うものであります。 

ロ. 本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為が適切なものであるか否かを株主のみな

さまが判断するために必要な情報や時間を確保し、株主のみなさまのために交渉を行うことなどを可能とす

ることで、株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されたものです。 

ハ. 本プランは、平成28年６月29日開催の第92回定時株主総会で、株主のみなさまのご承認をいただいておりま

す。また、本プランの有効期間は、平成31年６月開催予定の当社第95回定時株主総会終結の時までと設定さ

れておりますが、その時点までに当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

本プランはその時点で廃止されることになり、株主のみなさまの意向が反映されるものとなっております。 

ニ. 社外取締役、社外監査役または社外有識者から構成される特別委員会によって当社取締役の恣意的行動を厳

しく監視し、その勧告の概要及び判断の理由等は適時に株主のみなさまに情報開示することとされており、

当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの運用が行われる仕組みが確保されております。 

ホ. 本プランは、大規模買付行為に対する対抗措置が合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動され

ないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されておりま

す。 

ヘ. 特別委員会は、当社の費用で独立した第三者専門家の助言を得ることができるとされており、特別委員会の

判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっております。 

ト. 本プランは、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。さらに、当社は取締役の任期を１年としており、本プランは

スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止す

るのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
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４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの財政状態及び経営成績

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

なお、ここに記載した事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループがリスクとして判断したものであり

ますが、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。 

  

(1) 当社事業の優位性の確保と国内外の経済環境の動向に係るリスク 

当社グループは、高分子技術及び発酵技術を基礎とし、それらの技術を複合・融合させることで、多岐にわたる

分野で高付加価値製品を開発、商品化し、継続的に新規市場の開拓を行うことで、事業の優位性を確保しておりま

す。同時に、競合他社の参入による価格競争の激化、収益力の低下や製品の汎用化等により需要が減退した事業や

製品については、事業の撤退や構造改革を推し進めることで、経済環境の動向に左右されない企業体質の確保に努

めております。しかしながら、急激な経済環境の悪化や当社技術の陳腐化等により、予期しないスピードで当社製

品に対する需要が減少した場合には、これらの施策が必ずしも成功するとは限らず、当社グループの財政状態及び

経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。 

  

(2) 事業のグローバル化に伴うリスク（為替変動、海外事業展開） 

当社グループは、経営戦略のひとつとしてグローバル化の推進を掲げております。海外における事業活動には、

予期できない法律、規制、税制などの変更や移転価格税制による課税、テロ・戦争などによる社会的、政治的混乱

などのリスクを伴っており、これらのリスクが発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響が生

じる可能性があります。また、為替レートの変動が、当社グループの業績に重要な影響を与える構造となっている

ことから、当社グループとしては、このリスクを 小化することを目的として、輸出入取引については必要な範囲

で為替予約などのヘッジ策を講じております。しかしながら、急激な為替変動により、当社グループの財政状態及

び経営成績にヘッジすることができない影響をこうむる可能性があります。 

  

(3) 原燃料価格の変動に係るリスク 

当社グループは、原燃料の調達に当たっては中長期の契約とスポット市場での購入を組み合わせ 有利な調達を

行う体制を構築しておりますが、その多くは国際市況商品であることから、予想を超えて急激に購入価格が変動し

た場合、価格上昇分についてコストダウン、価格転嫁などによって吸収することができないリスクがあります。特

に、塩ビ・ソーダ、モディファイヤー、発泡樹脂製品、食品などは石化原料、燃料、油脂原料などの価格動向によ

っては、財政状態及び経営成績に大きな影響が生じる可能性があります。 

  

(4) 製造物責任・産業事故・大規模災害に係るリスク 

当社グループは、安全に流通し、安全に使用できる製品の提供に万全の対策を講じております。加えて、万一製

品事故が発生した場合に備えることを目的に当社グループ全体をカバーする賠償責任保険を付保しております。し

かしながら、予期せぬ品質問題などによる大規模な製品事故が発生する可能性があります。また、当社グループは

安全を 優先に保安防災に取り組んでおりますが、想定外の産業事故や地震などの大規模災害により主要な製造設

備が損壊し、財物保険のカバーを超えて費用が発生するリスクがあります。このような状態が発生した場合、当社

グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。 
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(5) 知的財産権の保護に係るリスク 

当社グループは、事業の優位性確保のため、新規開発技術の特許保護を重視する戦略を取っております。しかし

ながら、グローバル化や情報技術の進展などにより、開発した技術やノウハウなどが外部へ流出するリスクや、当

社の知的財産権の供与及び他社の知的財産権の使用などに関して係争が発生するリスクを完全に回避することは困

難であります。このような事態が発生した場合には、当社グループの競争力が低下し財政状態及び経営成績に重大

な影響が生じる可能性があります。 

  

(6) 環境関連規制の影響 

当社グループは、企業活動が地球環境と生態系に及ぼす影響に注目して、製品の全ライフサイクルにおいて環境

負荷の低減と省資源・省エネルギーに努めております。一方、環境関連規制は年々強化される方向にあり、規制の

内容によっては製品などの製造、保管、処分などに関連する費用が発生し当社グループの財政状態及び経営成績に

重大な影響を与える可能性があります。 

  

(7) 訴訟などに係るリスク 

当社グループは、コンプライアンス経営を重視し、法令及び社会的ルールの遵守の徹底を図っております。しか

しながら、国内外事業に関連して、訴訟、行政措置などの対象となるリスクがあり、重要な訴訟などが提起された

場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

(8) その他のリスク 

当社グループは、長期的な取引関係の維持のため、取引先及び金融機関の株式を保有しております。これら株式

の期末時の時価等が著しく下落した場合には、「金融商品に関する会計基準」の適用により、減損損失を計上する

可能性があります。 

固定資産については、今後、事業環境が大幅に悪化したり、保有する遊休土地の時価が更に低下した場合等に

は、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、減損損失の計上が必要となる可能性があります。 

退職給付債務及び退職給付費用は、年金数理計算上使用される割引率等の基礎率と年金資産の長期期待運用収益

率に基づき計算されます。したがいまして、割引率の低下や年金資産の運用利回りの悪化等が、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

繰延税金資産は、将来減算一時差異に対して、将来の課税所得等に関する予測に基いて回収可能性を検討し計上

しておりますが、実際の課税所得等が予測と異なり、繰延税金資産の取崩しが必要となる場合には、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

これらのほか、製品市況の変動、法的規制の変更、研究開発テーマの遅延、技術革新などが当社グループの財政

状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき重要な契約等はありません。 
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６ 【研究開発活動】 

(1) 事業セグメント別の主な活動 

当社グループの主な研究開発活動は以下のとおりです。 

  

① 化成品事業 

塩ビ事業では、新グレードの開発、および競争力を強化するためのプロセス開発に取り組んでおります。当連

結会計年度は、塩素化塩ビの製造法および品質向上につながる技術開発を進めました。 

  

② 機能性樹脂事業 

グローバルに事業を展開するための新しい高機能性材料の開発に取り組んでおります。当連結会計年度は、変

成シリコーンポリマーについて新たに防水コーティング材への適用を進めました。また、当社独自の生分解性バ

イオポリマーは欧州での市場開発を中心に進めております。 

  

③ 発泡樹脂製品事業 

発泡樹脂の衝撃吸収、断熱性をさらに追求し、自動車の軽量化や建築物の断熱など、省エネルギーに貢献でき

る製品開発に取り組んでおります。当連結会計年度は、押出法発泡ポリスチレンボードでの次世代省エネ住宅向

け高断熱グレードの開発に注力しました。 

  

④ 食品事業 

食の多様化に貢献する新素材の開発に取り組んでおります。当連結会計年度は、独自の油脂改質技術を活用し

て素材の風味がでる油脂を開発し、クロワッサンやデニッシュに用いるロールインシートの開発に成功しまし

た。 

  

⑤ ライフサイエンス事業 

醗酵、合成、高分子の技術を健康分野に適用し、医薬品有効成分（API） 、機能性食品、医療用カテーテルの

開発等を行なっております。当連結会計年度は、新たに消化器用カテーテルの製品開発を進めました。また、機

能性表示食品制度に対応するサプリメント商品の拡充を進めております。 

  

⑥ エレクトロニクス事業 

情報通信を支えるユニークな素材の開発、および住宅やビルのゼロエネルギー化に向けた製品開発に取り組ん

でおります。当連結会計年度は、次世代ディスプレイの材料開発を進めました。また、新たに開発したヘテロ接

合結晶シリコン太陽電池セルにおいては世界 高レベルの変換効率を達成しました。 

  

⑦ 合成繊維、その他事業 

独特の風合いと難燃性に優れた繊維「カネカロン」を世界市場で展開すべく種々の技術開発を進めています。

当連結会計年度は、新しいプロセス技術を採用した新工場稼動に向け注力しました。 

  

(2) 研究開発費 

当連結会計年度における研究開発費は、総額で26,767百万円となりました。その内訳は、化成品事業587百万円、

機能性樹脂事業2,108百万円、発泡樹脂製品事業487百万円、食品事業806百万円、ライフサイエンス事業3,245百万

円、エレクトロニクス事業1,540百万円、合成繊維、その他事業526百万円及び特定のセグメントに区分できない基

礎的研究開発費17,466百万円であります。 
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 経営成績の分析 

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3,038百万円、0.6%増加いたしました。海外売上高は、グローバル

な事業基盤強化により217,412百万円と前連結会計年度比6,347百万円（3.0%増）の増収となりました。地域別には

アジア、北米、欧州すべての地域が増収となり、海外売上高比率は、39.2％と前連結会計年度（38.2％）を上回り

ました。セグメント別では、売上高は、機能性樹脂事業、食品事業、ライフサイエンス事業、合成繊維、その他事

業が増収、化成品事業、発泡樹脂製品事業、エレクトロニクス事業が減収となりましたが、営業利益は、主力製品

を中心とした販売数量の拡大と収益性の向上により全セグメントで増益となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当連結会計年度末の総資産は、設備投資拡大に伴なう有形固定資産の増加等により前連結会計年度末に比べて

19,288百万円増の577,251百万円となりました。負債は、退職給付に係る負債の増加等により前連結会計年度末に対

して19,792百万円増加し268,528百万円となりました。また、純資産は、利益剰余金が増加しましたが、退職給付に

係る調整累計額等の減少により、前連結会計年度末に対し504百万円減の308,722百万円となりました。この結果、

自己資本比率は50.6％、Ｄ／Ｅレシオは0.39となりました。 

なお、ＲＯＡ（総資産経常利益率）は5.8％となり前連結会計年度（4.6％）を上回りました。ＲＯＥ（自己資本

純利益率）は7.1％となり前連結会計年度（6.3％）を上回りました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

「第２ 事業の状況 １業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。 
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第３ 【設備の状況】 

  

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループは、中長期的な収益基盤の充実を図るために、国内外への投資を図ってきており、当連結会計年度

は全体で40,454百万円（金額には消費税等を含みません。）の設備投資を実施しました。 

その主なものは、カネカイノベイティブファイバーズSdn.Bhd.の合成繊維製造設備新設、カネカノースアメリカ

LLCの機能性樹脂製造設備改造、カネカＭＳマレーシアSdn.Bhd.の変成シリコンポリマー製造設備新設、カネカマレ

ーシアSdn.Bhd.の機能性樹脂製造設備増設であります。 

  

  

なお、セグメントごとの設備投資金額は次のとおりであります。 

  

セグメントの名称 設備投資金額（百万円） 

化成品 4,854 

機能性樹脂 8,883 

発泡樹脂製品 4,469 

食品 3,178 

ライフサイエンス 3,084 

エレクトロニクス 4,709 

合成繊維、その他 9,097 

スタッフ部門及びセグメントに帰属しない研究部門 2,177 

 合計 40,454 
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２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成28年３月31日現在 

  

(2) 国内子会社 

平成28年３月31日現在 

  

(3) 在外子会社 

平成28年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定の合計であります。なお、金

額には消費税等は含んでおりません。 

２ 提出会社の所有している機械装置及び運搬具等を含んでおります。当該資産の帳簿価格は次のとおりであり

ます。 

      カネカソーラーテック㈱   機械装置及び運搬具223百万円、土地1,158百万円（78千㎡）、 

                   その他44百万円 

３ 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。 

 

事業所名 
(所在地) 

セグメント 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 
員数 
(名) 

建物及び 
構築物 

機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

高砂工業所 
(兵庫県高砂市) 

化 成 品、機 能 性 樹

脂、発泡樹脂製品、

食品、ライフサイエ

ンス、合成繊維、そ

の他 

化成品、機能性樹脂、

発泡樹脂製品、食品、

ライフサイエンス、合

成繊維製造設備 

18,285 23,807 
9,051 

(1,273)
2,662 53,805 

1,259
[154] 

大阪工場 
(大阪府摂津市) 

化 成 品、機 能 性 樹

脂、発泡樹脂製品、

エレクトロニクス、

ライフサイエンス、

合成繊維、その他 

化成品、機能性樹脂、

発泡樹脂製品、エレク

トロニクス、ライフサ

イエンス、合成繊維製

造設備 

9,071 5,525 
810 

(370)
1,857 17,264 

675
[146] 

滋賀工場 
(滋賀県大津市) 

エレクトロニクス 
エレクトロニクス製造

設備 
4,393 5,308 

1,161 
(110)

2,139 13,002 
296
[37] 

鹿島工場 
(茨城県神栖市) 

化 成 品、機 能 性 樹

脂、発泡樹脂製品 

化成品、機能性樹脂、

発泡樹脂製品製造設備 
2,982 3,467 

2,835 
(566)

1,069 10,355 
203
[23] 

 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

セメダイン㈱ 
本社及び工場他 
(東京都品川区
他) 

機能性樹脂
機能性樹脂
製造設備 

2,119 297 
2,053 
（80)

84 4,554 
273

[112] 

カネカソーラーテック㈱  
(注)２ 

本社工場 
(兵庫県豊岡市) 

エレクトロ
ニクス 

太陽電池製
造設備 

3,601 223 
1,158 
（78)

57 5,041 
99 

[32] 
 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置 
及び運搬具

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

カネカベルギーN.V. 
本社工場 
(Westerlo 
Belgium) 

機能性樹脂、
発泡樹脂製品

機能性樹脂、
発泡樹脂製品
製造設備 

2,119 3,616 
88 

(244)
446 6,271 

327 
[-] 

カネカノースアメリカLLC 
本社工場 
(Texas 
U.S.A.) 

化成品、機能
性樹脂、エレ
ク ト ロ ニ ク
ス、ライフサ
イエンス 

塩ビ系特殊樹
脂、機能性樹
脂、電 子 材
料、機能性食
品素材製造設
備 

4,661 13,319 
657 

（1,192）
2,737 21,376 

370 
[99] 

青島海華繊維有限公司 
本 社 工 場
（中国山東
省） 

合成繊維、そ
の他 

合成繊維製造
設備 

1,677 2,820 
- 

(-)
22 4,520 

229 
[2] 

カネカアピカルマレーシア
Sdn.Bhd. 

本 社 工 場
(Pahang 
Malaysia) 

エレクトロニ
クス 

エレクトロニ
クス製造設備

982 4,573 
- 

(-)
648 6,203 

104 
[1] 

カネカマレーシアSdn.Bhd. 
本 社 工 場
(Pahang 
Malaysia) 

機能性樹脂 
機能性樹脂製
造設備 

493 1,726 
- 

(-)
3,039 5,259 

228 
[13] 

カネカイノベイティブファイバ
ーズSdn.Bhd. 

本 社 工 場
（Pahang 
Malaysia） 

合成繊維、そ
の他 

合成繊維製造
設備 

26 778 
- 

(-)
8,502 9,307 

111
[1] 

 

― 24 ―



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループの当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、拡充等に係る投資予定金額は下記のとおりで

ありますが、その所要資金については、主として自己資金及び借入金にて充当する予定であります。 

  

(新設及び重要な拡充等) 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

  
(除却等) 

経常的な設備の更新のための除却、売却を除き、重要な設備の除却、売却の計画はありません。 

  

 

会社名 
事業所名 

所在地 
セグメント 

の名称 
設備の内容 

投資予定金額 
主な資金

調達方法

着手及び 
完了予定 完成後の 

増加能力 総額 
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了 

㈱カネカ（滋賀工
場） 

滋賀県大
津市 

エレクトロ
ニクス 

フィルム加工製

造設備増設 
2,300 2,262 自己資金 

平成25年

３月 

平成28年

12月 
120万㎡／年 

カネカイノベイテ
ィブファイバーズ
Sdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

合繊繊維、そ

の他 

合繊繊維製造設

備新設 
9,387 8,228 

自己資金

及び借入

金 

平成26年

１月 

平成28年

７月 
12,000ｔ／年 

カネカノースアメ
リカLLC 

Texas 
U.S.A. 

機 能 性 樹

脂 

機能性樹脂製造

設備改造 
1,122 1,301 

自己資金

及び借入

金 

平成27年

１月 

平成28年

５月 
－ 

カネカＭＳマレー
シアSdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

機 能 性 樹

脂 

変成シリコーン

ポリマー製造設

備新設 

4,488 1,019 

自己資金

及び借入

金 

平成27年

４月 

平成29年

７月 
9,000ｔ／年 

カネカマレーシア
Sdn.Bhd. 

Pahang 
Malaysia 

機 能 性 樹

脂 

機能性樹脂製造

設備増設 
7,062 2,591 

自己資金

及び借入

金 

平成27年

４月 

平成29年

３月 
20,000ｔ／年 
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第４ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。 

 平成19年８月８日取締役会決議 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 750,000,000 

計 750,000,000 
 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成28年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成28年６月29日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 350,000,000 350,000,000 
東京(市場第一部)、 
名古屋(市場第一部) 
各証券取引所 

単元株式数は1,000株で
あります。 

計 350,000,000 350,000,000 ― ― 
 

  
事業年度末現在 

(平成28年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 3 3 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,000 3,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月11日～ 
平成44年９月10日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      884 
(注)１ 資本組入額     442 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

(注)４ 同左 
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（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成19年９月11日から平成44年９月10日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

によります。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 
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平成20年７月８日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成20年８月12日から平成45年８月11日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

によります。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

 

  
事業年度末現在 

(平成28年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 20 20 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 20,000 20,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年８月12日～ 
平成45年８月11日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      601 
(注)１ 資本組入額     301 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

(注)４ 同左 
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⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 

  

平成21年７月８日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成21年８月12日から平成46年８月11日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

③その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

によります。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

 

  
事業年度末現在 

(平成28年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 19 19 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 19,000 19,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成21年８月12日～ 
平成46年８月11日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      623 
(注)１ 資本組入額     312 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

(注)４ 同左 
 

― 29 ―



４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 
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平成22年７月９日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成22年８月11日から平成47年８月10日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 25 25 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 25,000 25,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成22年８月11日～ 
平成47年８月10日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      457 
(注)１ 資本組入額     229 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 

  

平成23年７月11日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成23年８月11日から平成48年８月10日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 32 32 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 32,000 32,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成23年８月11日～ 
平成48年８月10日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      413 
(注)１ 資本組入額     207 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 
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平成24年７月10日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成24年８月10日から平成49年８月９日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 35 35 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,000 35,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成24年８月10日～ 
平成49年８月９日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      364 
(注)１ 資本組入額     182 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 

  

平成25年７月９日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成25年８月10日から平成50年８月９日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 44 44 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 44,000 44,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成25年８月10日～ 
平成50年８月９日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      559 
(注)１ 資本組入額     280 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 

  

平成26年７月９日取締役会決議 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 70 70 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 70,000 70,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成26年８月12日～ 
平成51年８月11日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      503 
(注)１ 資本組入額     252 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成26年８月12日から平成51年８月11日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 
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平成27年７月９日取締役会決議 

（注）１ ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものといたします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 

２ ①新株予約権者は、平成27年８月12日から平成52年８月11日までの期間内において、当社の取締役の地位

を喪失したときに、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。 

②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の総数全てに

ついて行使するものとし、その一部のみについての行使はできません。 

③新株予約権の質入、その他一切の処分は認めません。 

３ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効

力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたし

ます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの

といたします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限

るものといたします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存する新株予約権数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式といたします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定しま

す。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１

株当たり１円といたします。 

 

  
事業年度末現在 

（平成28年３月31日） 
提出日の前月末現在 
(平成28年５月31日) 

新株予約権の数(個) 74 74 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 
(個) 

─ ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 74,000 74,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成27年８月12日～ 
平成52年８月11日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額 
(円) 

    発行価格      948 
(注)１ 資本組入額     474 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 同左 

代用払込みに関する事項 ─ ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 
に関する事項 

(注)４ 同左 
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⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使

することができる期間の満了日までといたします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記（注）１に準じて決定します。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものといたします。 

⑧新株予約権の取得事項 

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された

場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社

の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得するこ

とができます。 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注）２に準じて決定します。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

(6) 【所有者別状況】 

平成28年３月31日現在  

(注)１  自己株式16,934,481株は「個人その他」の欄に16,934単元及び、「単元未満株式の状況」の欄に481株含め

て記載しております。 

  ２ 「野村信託銀行株式会社（カネカ従業員持株会信託口）」が所有する当社株式1,422,000株は「金融機関」に

含めて記載しております。 

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成23年４月１日～ 
平成24年３月31日 

― 350,000 ― 33,046 ― 34,821 

平成24年４月１日～ 
平成25年３月31日 

― 350,000 ― 33,046 ― 34,821 

平成25年４月１日～ 
平成26年３月31日 

― 350,000 ― 33,046 ― 34,821 

平成26年４月１日～ 
平成27年３月31日 

― 350,000 ― 33,046 ― 34,821 

平成27年４月１日～ 
平成28年３月31日 

― 350,000 ― 33,046 ― 34,821 
 

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 94 46 251 452 6 15,011 15,860 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 171,134 2,558 26,624 96,574 15 51,904 348,809 1,191,000 

所有株式数 
の割合(％) 

― 49.06 0.73 7.63 27.69 0.00 14.88 100.00 ― 
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(7) 【大株主の状況】 

平成28年３月31日現在 

(注)１ 上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)につい

ては17,763千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）については17,038千株、日本トラ

スティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４)については13,235千株、日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口９)については6,166千株あります。 

２ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他２社から平成25年12月16日付けで大量保有報告書の提出があり、平成25年12

月９日現在で以下の株式等を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在にお

ける実質保有株式数の確認ができないため、平成28年３月31日現在の株主名簿に従い記載しております。 

なお、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他２社の大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

３ 三井住友信託銀行株式会社他２社から平成25年１月21日付けで大量保有報告書の提出があり、平成25年１月

15日現在で以下の株式等を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在におけ

る実質保有株式数の確認ができないため、平成28年３月31日現在の株主名簿に従い記載しております。 

なお、三井住友信託銀行株式会社他２社の大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 
  

  

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託 
銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 17,763 5.08 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 17,038 4.87 

株式会社カネカ 大阪市北区中之島二丁目３番18号 16,934 4.84 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 15,570 4.45 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 15,458 4.42 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口４) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 13,235 3.78 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号晴
海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーＺ棟） 

13,125 3.75 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 11,544 3.30 

三井住友海上火災保険株式会社 
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
地 

10,524 3.01 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口９) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,166 1.76 

計 ― 137,359 39.25 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 11,544 3.30 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 16,031 4.58 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

新有楽町ビル４階 
574 0.16 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 21,353 6.10 

三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社 

東京都港区芝三丁目33番１号 474 0.14 

日興アセットマネジメント株式会社 
東京都港区赤坂九丁目７番１号ミッド
タウン・タワー 

566 0.16 
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成28年３月31日現在 

(注)１ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が481株含まれております。 

２ 上記「完全議決権株式（自己株式等）」のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「野村信託銀

行株式会社（カネカ従業員持株会信託口）」保有の当社株式が1,422,000株あります。 

なお、当該株式数は上記「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成28年３月31日現在 

(注) 上記のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「野村信託銀行株式会社（カネカ従業員持株会信託

口）」保有の当社株式が1,422,000株あります。 

なお、当該株式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

  
(9) 【ストックオプション制度の内容】 

本制度は、会社法に基づき、平成19年６月28日開催の第83回定時株主総会において決議されたものであり、制度

の内容は次のとおりであります。 

 なお、当社は当該総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しました。 
  
イ． 

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式） 
普通株式 

16,934,000 
（相互保有株式） 
普通株式 

30,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

331,845,000 
331,845 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,191,000 
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 350,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 331,845 ― 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社カネカ 

大阪市北区中之島 
二丁目３番18号 

16,934,000 ― 16,934,000 4.84 

(相互保有株式） 
株式会社オーノ 

大阪府堺市南区原山台 
五丁15番１号 

30,000 ― 30,000 0.01 

計 ― 16,964,000 ― 16,964,000 4.85 
 

決議年月日 平成19年８月８日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 13名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

― 41 ―



ロ． 

  
ハ． 

  
ニ． 

  
ホ． 

 

決議年月日 平成20年７月８日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 13名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成21年７月８日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 12名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成22年７月９日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 13名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成23年７月11日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役(社外取締役を除く)12名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
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ヘ． 

  
ト． 

  
チ． 

  
リ． 

 

決議年月日 平成24年７月10日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役(社外取締役を除く)12名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成25年７月９日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役(社外取締役を除く)10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成26年７月９日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役(社外取締役を除く)10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
 

決議年月日 平成27年７月９日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役(社外取締役を除く)10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 
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(10) 【従業員株式所有制度の内容】 

① 従業員株式所有制度の概要 

当社は、平成27年10月9日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのイ

ンセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」とい

う。）の導入を決議いたしました。本プランは、「カネカ従業員持株会」（以下、「持株会」という。）に加入

するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当社が信託銀行に「カネ

カ従業員持株会信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、その設定後５年間にわたり持株

会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当

社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株

式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株

式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額

が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づ

き、当社が当該残債を弁済することになります。 

  

② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数 

1,477千株 

  

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 

当社持株会会員のうち、受益者適格要件を満たす者 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  会社法第155条３号の規定に基づく普通株式の取得 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 

(注) 「当期間における取得自己株式」には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取請求による株式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

(注)１ 当期間における「その他（単元未満株式の買増請求による処分）」及び「保有自己株式数」には、平成28年

６月１日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。 

２ 上記の処理自己株式数には、「野村信託銀行株式会社（カネカ従業員持株会信託口）」（以下、「信託口」

という。）から従業員持株会へ売却した株式数（当事業年度55,000株、当期間39,000株）を含めておりませ

ん。また、保有自己株式数には、信託口が保有する株式数（当事業年度1,422,000株、当期間1,383,000株）

を含めておりません。 

 

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得及び会社法第155条第７号の規定に基づく

単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 
 

  株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成27年２月９日)での決議状況 
（取得期間平成27年２月10日～平成27年９月18
日） 

4,000,000 3,400,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 2,000,000 1,594,299,000 

当事業年度における取得自己株式 1,964,000 1,804,905,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 36,000 796,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 0.9 0.02 
      

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） 0.9 0.02 
 

  株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 25,174 25,414,384 

当期間における取得自己株式 879 827,833 
 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額 

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他         

 (ストックオプションの権利行使) 27,000 22,014,921 ― ― 

(単元未満株式の買増請求による 
処分) 

― ― ― ― 

保有自己株式数 16,934,481 ― 16,935,360 ― 
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３ 【配当政策】 

当社は、企業基盤の強化を図りながら収益力を向上させ、株主の皆様へ利益還元することを経営の最重要課題の

ひとつとして位置づけております。利益還元につきましては、毎期の業績、中長期の収益動向、投資計画、財務状

況等も総合的に勘案し、連結配当性向30％を目標として、これに自己株式の取得も併せ、安定的に継続することを

基本としております。 

当社は、剰余金の配当を中間配当と期末配当の年２回行うことを基本方針としており、会社法第459条第１項各号

に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。 

内部留保資金につきましては、財務の安全性確保を図りつつ、変化の激しい経済状況に対応し、持続的な成長を

実現していくために活用していく所存であります。 

当期の配当金につきましては、業績の動向及び配当性向等を総合的に勘案し、１株当たり18円とすることに決定

しました。中間配当金として、１株につき８円を支払済でありますので、期末配当金は１株当たり10円となりまし

た。 

第92期の剰余金の配当は次のとおりであります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 東京証券取引所市場第一部における株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 東京証券取引所市場第一部における株価であります。 

  

 

決議年月日 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

平成27年11月10日取締役会決議 2,664 8 

平成28年５月12日取締役会決議 3,330 10 
 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

最高(円) 601 567 710 898 1,278 

最低(円) 397 370 495 558 810 
 

月別 
平成27年 
10月 

11月 12月 
平成28年 
１月 

２月 ３月 

最高(円) 1,083 1,242 1,278 1,265 1,186 987 

最低(円) 885 1,037 1,146 1,049 810 813 
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５ 【役員の状況】 

男性 16名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

代表取締役 

会長 
  菅 原 公 一 昭和22年３月31日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)４ 43 

平成８年１月 カネカテキサスCorp.社長 

平成12年６月 取 締 役 

平成15年６月 常務取締役 

平成18年６月 取締役常務執行役員 

平成20年４月 代表取締役社長 

平成26年４月 代表取締役会長 

代表取締役 

社長 
ＣＳＲ委員会
委員長 

角 倉   護 昭和34年６月１日生

昭和62年４月 当社入社 

(注)４ 40 

平成21年３月 高機能性樹脂事業部長 

平成22年６月 執行役員 

平成24年６月 取締役常務執行役員 

平成26年４月 代表取締役社長 

平成26年６月 同・現職 

取締役 

副社長 

技術全般担当
兼研究開発担
当兼ソーラー
エネルギー事
業部管掌兼新
規 事 業 開 発
部・知的財産
部担当 

永 野 広 作 昭和25年７月28日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)４ 38 

平成15年５月 研究管理部長 

平成18年６月 執行役員 

平成20年６月 取締役常務執行役員 

平成23年６月 取締役専務執行役員 

平成26年６月 取締役副社長 

平成28年４月 同・現職 

取締役 

副社長 

医療器事業部
管掌兼経営企
画部・業務革
新推進部・グ
ローバル企画
部・総務 部・
秘書室担当 

田 中   稔 昭和29年10月27日生

昭和52年４月 当社入社 

(注)４ 30 

平成21年３月 経営企画部長 

平成22年６月 取締役常務執行役員 

平成26年６月 取締役専務執行役員 

平成28年６月 取締役副社長・現職 

取締役 
専務執行役員 

食品事業部・
電材事業部管
掌 

中 村 敏 雄 昭和27年８月16日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)４ 30 

平成17年５月 化成事業部長 

平成19年６月 執行役員 

平成22年６月 取締役常務執行役員 

平成26年６月 取締役専務執行役員 

平成28年４月 同・現職 

取締役 
常務執行役員 

生産技術担当
兼保安担当兼
資材部担当 

岩 澤   哲 昭和32年２月22日生

昭和56年４月 当社入社 

(注)４ 31 

平成19年11月 大阪工場長 

平成20年６月 執行役員 

平成22年６月 常務執行役員 

平成23年６月 取締役常務執行役員 

平成28年４月 同・現職 

取締役 
常務執行役員 

発泡樹脂・製
品事業部・カ
ネカロン事業
部管掌 

天 知 秀 介 昭和31年12月18日生

昭和54年４月 当社入社 

(注)４ 21 

平成21年３月 カネカロン事業部長 

平成23年６月 執行役員 

平成25年６月 常務執行役員 

平成26年６月 取締役常務執行役員 

平成28年４月 同・現職 

取締役 
常務執行役員 

化成事業部・
高機能性樹脂
事業部・ＱＯ
Ｌ事業部管掌
兼原料部担当 

亀 高 真一郎 昭和32年11月13日生

昭和56年４月 当社入社 

(注)４ 18 

平成21年３月 化成事業部長 

平成23年６月 執行役員 

平成26年６月 取締役常務執行役員 

平成28年４月 同・現職 

取締役 
常務執行役員 

Ｃ Ｓ Ｒ 推 進
部・法 務 室・
経理部・財務
部担当兼財務
部長 

石  原     忍 昭和30年５月４日生

昭和55年４月 当社入社 

(注)４ 20 

平成21年６月 経理部長 

平成22年６月 執行役員 

平成26年６月 常務執行役員 

平成27年６月 取締役常務執行役員 

平成28年６月 同・現職 
 

― 47 ―



(注)１ 取締役 井口武雄及び毛利衛は、社外取締役であります。 

２ 監査役 藤原浩及び魚住泰宏は、社外監査役であります。 

３ 取締役以外の執行役員は18名であり、このうち常務執行役員は、カネカヨーロッパホールディングカンパニ

ーN.V.取締役社長兼カネカファーマヨーロッパN.V.取締役社長 水澤伸治、生産技術部長 川勝厚志、発泡

樹脂・製品事業部長 青井郁夫、総務部長兼秘書室長 塗靖明、高砂工業所長兼西工場長 落合計夫、人事

部長 穂谷文則、医療器事業部長 木村雅昭、また執行役員は、再生・細胞医療プロジェクトリーダー 上

田恭義、新規事業開発部長 武岡慶樹、ＣＳＲ推進部長 丸藤峰俊、エンジニアリング部長 鷲見泰弘、滋

賀工場長 牧春彦、食品事業部長 榎潤、ソーラーエネルギー事業部長 泥克信、電材事業部長 西村理

一、高機能性樹脂事業部長 岡部貫、経営企画部長 小森敏生、アナスペックInc.取締役社長兼ユーロジェ

ンテックN.A.Inc.取締役社長 安田尊宗、で構成されております。 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

取締役 
常務執行役員 

カネカアメリ
カズホールデ
ィングInc.取
締役社長兼カ
ネカノースア
メリカLLC取締
役社長 

藤 井 一 彦 昭和36年６月17日生

昭和60年４月 当社入社 

(注)４ 8 

昭和24年４月
カネカノースアメリカLLC取締役

社長 

平成24年６月 執行役員 

平成27年４月
カネカアメリカズホールディング

Inc.取締役社長 

平成28年６月 取締役常務執行役員・現職 

取締役   井 口 武 雄 昭和17年４月９日生

昭和40年４月 大正海上火災保険株式会社入社 

(注)４ － 

平成５年６月 三井海上火災保険株式会社取締役 

平成６年６月 同社常務取締役 

平成８年４月 同社代表取締役社長 

平成12年６月 同社最高執行責任者（ＣＥＯ） 

代表取締役会長・社長 

平成13年10月 三井住友海上火災保険株式会社 

代表取締役会長 

共同最高経営責任者 

平成18年４月 同社代表取締役会長執行役員 

平成19年７月 同社常任顧問 

平成23年６月 当社取締役 

取締役   毛  利    衛 昭和23年１月29日生

昭和51年６月 南オーストラリア州立フリンダー

ス大学大学院理学研究科化学専攻

博士号取得 

(注)４ － 

昭和57年４月 北海道大学工学部助教授  

昭和60年８月 宇宙開発事業団宇宙飛行士 

平成12年10月 科学技術振興事業団（現・国立研

究開発法人科学技術振興機構） 

日本科学未来館館長 

平成27年６月 当社取締役 

監査役常勤   松 井 英 行 昭和25年３月25日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)５ 8 

平成18年５月 総務部長兼秘書室長 

平成18年６月 執行役員 

平成22年６月 常務執行役員 

平成24年６月 監査役（常勤） 

監査役常勤   岸 根 正 実 昭和29年２月19日生

昭和53年４月 当社入社 

(注)６ 55 
平成16年６月 経理部長 

平成21年６月 取締役常務執行役員 

平成27年６月 監査役（常勤） 

監査役   藤 原   浩 昭和30年８月25日生

昭和56年４月 弁護士登録 

橋元四郎平法律事務所（現・橋元

綜合法律事務所）入所 

(注)６ － 平成16年１月 最高裁判所司法研修所民事弁護教

官 

平成23年４月 東京弁護士会副会長 

平成27年６月 当社監査役 

監査役   魚 住 泰 宏 昭和41年11月30日生

平成５年４月

弁護士登録 

大江橋法律事務所（現・弁護士法

人大江橋法律事務所）入所 
(注)５ － 

平成19年６月 当社補欠監査役 

平成26年４月 大阪弁護士会副会長 

平成28年６月 当社監査役 

計 343 
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４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 
  

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。 

なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年３月期に係る定時株主総会の開始の

時までであります。 

 

氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
(千株) 

中 東 正 文 昭和40年９月19日生 
平成17年４月 国立大学法人名古屋大学大学院

法学研究科教授 
(注) － 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、長期経営ビジョン『KANEKA UNITED宣言』で定める経営理念（以下の「企業理念」、「目指す企業

像」、「ＣＳＲ基本方針」から成る）に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するこ

とを経営の最重要課題としております。そのためには、コーポレートガバナンスの充実が不可欠と考え、「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。 

  

＜企業理念＞ 

人と、技術の創造的融合により未来を切り拓く価値を共創し、地球環境とゆたかな暮らしに貢献します。 

  

＜目指す企業像＞ 

未来をつなぐ企業：研究開発型企業として、創意と情熱を持ち、市場ニーズを先取りした事業創造・新製品開

発を行い、地球環境と豊かな暮らしに貢献します。 

世界をつなぐ企業：多様な人材がグローバルに活躍し、新興国を含めた世界の市場で存在感のある、真のグロ

ーバル企業を目指します。 

価値をつなぐ企業：カネカグループとしての一体感を大切にし、お互いに協力し、ともに価値創造と事業展開

に取り組みます。 

革新をつなぐ企業：組織の壁や従来のやり方にとらわれず、社内外の知恵を融合し、絶えず革新に向けてチャ

レンジしていきます。 

人をつなぐ企業 ：カネカグループの成長の源泉は「人」にあると考え、人の成長を大切にしてイノベーショ

ンを実現します。 

  

＜ＣＳＲ基本方針＞ 

カネカグループは、一人ひとりの真摯で前向きな努力による企業理念の実現を通じて、社会的責任を果たしま

す。 

・それぞれの国や地域の文化・慣習を理解して、地域に根ざした企業活動を行い、積極的に社会に貢献します。 

・法令を順守し、自由競争に基づく公正な事業活動を行います。 

・株主をはじめとするすべてのステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、適切な情報開示を行いま

す。 

・すべての社員の人格や個性を尊重して、企業人としての能力開発と発揮を支援・促進します。 

・安全を経営の最重要課題に位置づけ、健全かつ安全な職場環境づくり、製品の安全性確保、地域環境の保護に 

 取り組みます。 

  
当社は、当社の多角的かつグローバルな事業展開と、それを支える研究開発・生産・営業における最適な経営

資源配分を持続させるために、コーポレートガバナンス機能を働かせることが非常に重要であると考え、それが

当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に不可欠と考えております。その観点から、意思決定の透明

性・公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるためにコーポレートガバ

ナンスを充実させます。その取組みの中で以下の基本的事項はとりわけ重要であると考えております。 

・株主の権利の尊重と平等性の確保。 

 ・株主以外のステークホルダーとの協働による価値創造プロセス。 

 ・会社情報の適時・適切な開示による透明性の確保。 

 ・独立社外役員の独立性・知見を活かした取締役会の監督機能と戦略的提言機能の強化。 

 ・当社経営理念、経営方針の全ステークホルダーへの適切な伝達と理解促進。 

 ・当社経営方針への理解に基づく株主との建設的な対話。 

  
なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」は、当社のホームページに掲載しております。 
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① 企業統治の体制 

イ．企業統治の概要 

会社法上の機関設計 

当社では、取締役会と監査役会を設置しております。 

  

業務執行 

当社グループの経営に関わる重要事項に関しましては、社長他によって構成される経営審議会の審議を経

て取締役会において執行を決議しております。 

取締役会は、月１回以上定期的に開催され、法令、定款及び取締役会規則に定められる重要事項について

議論してその執行を決定するとともに、取締役に職務執行の状況を報告させて、その適法性及び妥当性を監

督しております。取締役の員数は、13名を上限とし、原則としてそのうち２名は取締役会の監督機能を強化

するために独立社外取締役を選任しております。取締役の任期は、経営責任の明確化を図るため１年として

おります。 

加えて、当社では、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するとともに、業務執行と監督機能を分離・強

化することを目的に、執行役員制度を導入しております。日常の業務執行については、取締役会が選任した

執行役員をはじめとする部門長に広い権限を与えておりますが、取締役が各部門を管掌あるいは担当して業

務の執行を監督するとともに、毎月部門長会を開催し、各部門長から取締役・監査役に対し職務の執行状況

を直接報告させております。 

なお、法令を遵守し、ステークホルダーに対する説明責任を果たし、社会の持続可能な発展に貢献する活

動を推進することを目的に、社長を委員長とするＣＳＲ委員会を設置しております。 

  

監査・監督 

監査役会は、原則として独立社外監査役２名を含む４名で構成されており、会計監査人及びＣＳＲ推進部

内部統制室と相互に連携して監査を遂行しております。監査役は、定期的に代表取締役と意見交換する場を

持つとともに、取締役会をはじめ、執行としての重要事項の決定を行う経営審議会や部門長会等の重要会議

に出席し、適宜業務執行状況の監視を行っております。 

また、各部門の業務運営については、ＣＳＲ推進部内部統制室が内部統制評価及び内部監査を行っており

ます。 

  

ロ．企業統治の体制を採用する理由 

上記のとおり、当社は、原則として独立社外取締役２名と独立社外監査役２名を設置し、取締役会による

業務執行の監督かつ監査役会による監査は十分に機能していることから、会社法上の機関設計として監査役

会設置会社を選択しております。 

また、執行役員制度を採用し、取締役の監督機能と業務執行機能を分離して、意思決定の迅速化と役割の

明確化を行っています。取締役会は当社グループ全体の重要な経営戦略の決定と業務執行の監督を担い、執

行役員は担当分野における業務執行を担っています。 

さらに、コーポレートガバナンスの取組みが効果的に機能するために、取締役会の諮問委員会として、指

名・報酬諮問委員会を設置しております。 

  

ハ．内部統制システムの整備状況について 

当社は、取締役会の決議により「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の基本方針」を

定めております。その概要は以下のとおりです。この基本方針については、定期的に確認を行い、適宜見直

しを行うことにより、内部統制システムの実効性確保に努めており、今年度においては、平成28年３月23日

開催の取締役会で決議しました。 

  

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ⅰ. 独立社外取締役を２名以上置き、取締役会の監督機能を強化する。 

ⅱ.コーポレートガバナンスの取組みが効果的に機能するために、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬

諮問委員会を置く。 
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ⅲ.独立社外取締役及び独立社外監査役を構成員とする独立社外役員会議を設置して、当社のコーポレートガ

バナンスに関する事項等について議論し、課題や改善策等につき取締役会議長に報告する。 

ⅳ. 企業の社会的責任への取組みのため、社長を委員長とするＣＳＲ委員会を設置して、レスポンシブル・

ケア活動を推進するとともに、ＣＳＲ活動を統括する。 

ⅴ. 企業倫理・法令遵守に関しては、ＣＳＲ委員会傘下のコンプライアンス部会が全社の計画の統括、進捗

度の把握、遵守状況の確認、適切な相談・通報窓口の設営・維持等、必要な活動の推進・監査を統括す

る。 

ⅵ. 全社横断的課題に対しては、ＣＳＲ委員会傘下の地球環境部会・中央安全会議・製品安全部会等、特定

の任務を持つ組織を設置し、計画の推進等を統括する。 

ⅶ. コンプライアンスの観点から社内諸規程を整備し、教育研修、自己点検、監査等を通じて、当該諸規程

の浸透や遵守の徹底を図る。 

ⅷ. 反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不法・不当な要求に対しては、全社一体となった、毅然とした

対応を徹底する。また、社内に対応統括部署を設け、平素より情報の収集管理、警察などの外部機関や

関連団体との連携に努め、反社会的勢力排除のための社内体制を整備、強化する。 

ⅸ. 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、内部統制部門が必要

な監視活動を行う。 

  
ｂ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ. リスク管理については、各部門が、業務の遂行に際して、または関連して発生しそうなリスクを想定し

て適切な予防策を打ち、万一、リスクが発現した場合には、関連部門の支援も得ながら適切に対処する

ことを基本とする。 

ⅱ. 潜在的リスク発現に対する予防策については、倫理・法令遵守に関するものも含め、ＣＳＲ委員会コン

プライアンス部会が全社の計画の立案・推進を統括する。 

ⅲ. リスクが発現した場合または発現するおそれが具体的に想定される場合には、適宜リスク対策委員会が

当該部門と協働して対処する。 

ⅳ. 上記３項目が、的確に実施されているかどうかについて定期的に点検を行い、体制の形骸化を回避する

とともに、実効性を維持・改善していく。 

  
ｃ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ⅰ. 執行役員制度により、取締役の監督機能と業務執行機能を分離して、意思決定の迅速化と役割の明確化

を行う。 

ⅱ. 日常の業務執行に関しては、取締役会が選任した執行役員をはじめとする部門長に広い権限を与えて執

行の機動性を確保するとともに、取締役が各部門を管掌あるいは担当して業務の執行を監督する。 

ⅲ. 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務の執行状況の報告等を行う。 

ⅳ．重要事項は、決定基準表に基づく社内提案・決定手続に従って、経営審議会における審議を経て、取締

役会で決議し、執行する。 

ⅴ. 毎月部門長会を開催し、経営の方針・業績等を伝達・周知するとともに、指定された部門長から事業計

画及びその進捗状況について報告させる。 

  
ｄ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

社内における意思決定や業務執行に関する情報は、法令及び社内諸規程に従って保存・管理する。 

  
ｅ．当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

ⅰ. 国内外の子会社の組織及び業務運営、並びにリスク管理については、「関係会社の組織作り及び運営の

ガイドライン」に則って行う。 

ⅱ. 子会社においてコンプライアンス委員会の設置を推進し、ＣＳＲ基本方針や倫理行動基準等の社内諸規

程の整備と周知・徹底のために、当社の所管部門や関連部門が必要なサポートを行う。さらに、当社の

コンプライアンス部会において、子会社のコンプライアンスも含めた状況の確認を行う。 
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ⅲ. 国内子会社には監査役を置き、監査役が実効性のある監査を行うことができるよう当社の関連部門が必

要な指導・支援を行う一方、国内外の子会社に対し、当社内部統制部門が実施する内部監査及び内部統

制評価を通じて、当社グループにおける業務の適正を確保する。 

ⅳ. 国内子会社を対象にした報告会等を定期的に開催し、当社グループの経営方針等を伝達するとともに、

各社長から経営方針や達成状況等について報告させる。また、海外子会社を含めたグローバル工場長会

議で、工場の安全対策を共有する等、機能別業務効率の向上を図る。 

  
ｆ．当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

ⅰ. 当社及び子会社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等から報告を受けた者は、次の

事項を当社の監査役に遅滞なく報告する。 

(a) 当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項 

(b) 内部監査、内部統制評価の実施状況 

(c) コンプライアンス上の重要な事項 

(d) その他経営に関する重要な事項 

ⅱ. 重要な決裁書類は監査役に回付する。 

ⅲ．当社は、上記ⅰの報告をした者が当該報告をしたことを理由とした不利益を受けることがないよう配慮

する。 

  
ｇ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

ⅰ. 監査役会に事務局を設け、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役補助者を配置する。 

ⅱ. 当該監査役補助者の選任・異動・評価については監査役の同意を得たうえで決定し、取締役からの独立

性を確保する。 

ⅲ．当該監査役補助者は、監査役の指揮・命令に従う。 

  
ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ⅰ. 代表取締役と監査役との意見交換会を定期的に実施する。 

ⅱ. 監査役は、取締役等から業務執行状況について適宜聴取する。 

ⅲ. 監査役は、取締役会、部門長会、経営審議会等重要な会議に出席する。 

ⅳ. 監査役は、会計監査人から会計監査結果等、定期的に報告を受け、また意見交換会を実施して、連携を

図る。 

ⅴ. 監査役は、当社の本社・工場等及び子会社において業務執行及び財産管理の状況を適宜調査する。 

ⅵ．監査役は、必要に応じて、公認会計士・弁護士等の専門家に相談することができ、その費用は会社が負

担する。 
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業務執行、監査・監督のしくみ及び内部統制システムの整備状況の模式図は次のとおりです。 

  

 
  
  

ニ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社グループは、当社の役員・社員が業務に携わるにあたって守るべき基本事項である「倫理行動基準」

を定め、そのなかで反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの要求に対しては断固たる姿勢

で対処し、不法・不当な要求には個人としても応じないこととしております。また、経営トップはじめ幹部

職はこの行動基準が遵守されるよう率先垂範して自らの行動を律するとともに、社内体制の整備と周知徹底

を行うこととしております。 

社内に対応統括部署を設け、平素より情報の収集管理、警察などの外部機関や関連団体との連携に努め、

引き続き反社会的勢力排除のための社内体制を整備強化しております。 

  

ホ．責任限定契約の内容の概要 

当社は、社外取締役２名及び社外監査役２名との間で会社法第423条第１項の責任について責任限定契約を

締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額として

おります。 

  

② 内部監査及び監査役監査 

当社グループは、内部統制を整備しその運用状況を評価するとともに、業務運営状況を監査するため、ＣＳＲ

推進部内部統制室を設置し、15名のスタッフを配置しております。 

監査役は４名であり、内２名が社外監査役であります。常勤監査役には、当社経理部門で長年の経験があり、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。なお、監査役会に事務局を設け、監査役

の職務を補助すべき使用人として監査役補助者を設置しております。また、法令に定める監査役の員数を欠くこ

とになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。 

監査役会は、内部監査の状況についてＣＳＲ推進部内部統制室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査

人から定期的な監査報告を受けかつ意見交換会を実施するなど、相互に連携して監査を遂行しております。 
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③ 社外取締役及び社外監査役 

当社の社外取締役は井口武雄氏、毛利衛氏の２名、社外監査役は藤原浩氏、魚住泰宏氏の２名であり、いずれ

も当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

社外取締役の井口武雄氏は、当社の株主でかつ取引関係がある三井住友海上火災保険株式会社で長年代表取締

役を経験し現在は常任顧問に就いておりますが、取引の規模・性質に鑑みると、同社と当社との間に特別の利害

関係を生じさせる重要性はありません。また、毛利衛氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構日本科学未来館

館長に就いておりますが、当該機構と当社の間に重要な取引はありません。また、社外監査役の藤原浩氏は橋元

綜合法律事務所に、魚住泰宏氏は弁護士法人大江橋法律事務所にそれぞれ在籍しておりますが、いずれの事務所

も当社との間に重要な取引はありません。なお、井口武雄氏と藤原浩氏は当社株式の大規模買付行為に対する基

本方針の「特別委員会」の委員です。 

社外取締役は、取締役会が経営戦略ないし経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行

い、当社の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明する

ことを、その主たる役割とします。社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うと

ともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。また、代表取締役との面談を定期

的に行い、意見交換を行っております。 

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、代表取締役との面談を定期的に行

い、意見交換を行っております。また、常勤監査役から監査役業務報告を受領し、その内容について意見を述べ

ております。 

当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役をメンバーとする独立社外役員会議を、少なくとも年１回開催

し、当社のコーポレートガバナンスに関する事項等を議論します。 

当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。 

  

イ．当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者等並びにその近親者等 

ロ．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等 

ハ．当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等 

ニ．当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者等 

ホ．当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等 

ヘ．当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等 

ト．当社の法定監査を行う監査法人に所属する者及び過去において所属していた者 

チ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会

計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団

体に所属する者及び過去において当該団体に所属していた者をいう。） 

  

（注）１ 業務執行者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者並

びに過去において業務をしていた者をいう。 

２ 近親者等とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する者の

２親等内の親族又は同居の親族をいう。 

３ 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供して

いる取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。）で

あって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グル

ープの連結売上高の２％を超える者をいう。 

４ 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

（ⅰ）当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度にお

ける当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の２％を超え

る者。 

（ⅱ）当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属

する会社をいう。）であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループ

からの全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超えている者。 
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５ 当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織とは、年間1,000万円を超える寄付

又は助成を受けている、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の組織をいう。 

６ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計

士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年

度において1,000万円を超える財産を得ている者又は、当社グループからその団体の連結売上高又

は総収入金額の２％を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。 

  
④ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を遂行した公認会計士は、吉田享司、渡沼照夫及び池田剛士であり、有限責任 あずさ監査

法人に所属しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士補等21名であります。

  

⑤ 役員報酬等の内容 

イ．当事業年度における役員報酬等の内容 

（注）１ 金額は表示単位未満を切り捨てております。 

２ 取締役の員数及び月例（固定）報酬額には、平成27年６月26日開催の第91回定時株主総会終結の時を

もって退任した取締役１名に係る分が含まれております。 

３ 監査役の員数及び月例（固定）報酬額には、平成27年６月26日開催の第91回定時株主総会終結の時を

もって退任した監査役２名に係る分が含まれております。 

４ 取締役に対する報酬限度額は、月額（固定）報酬が46百万円（平成12年６月29日開催の第76回定時株

主総会決議）、株式報酬型ストックオプションが年額75百万円（平成19年６月28日開催の第83回定時

株主総会決議）であります。 

５ 監査役に対する報酬限度額は、月額780万円（平成19年６月28日開催の第83回定時株主総会決議）で

あります。 

  

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

  

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

取締役の報酬は、株主の中長期的利益に連動するとともに、取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲

をより高めることができる、適切、公正かつバランスの取れたものとします。社内取締役については固定報酬

としての月例報酬、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成し、社外取締役につ

いては固定報酬としています。それぞれ株主総会の決議により承認いただいた上限額の範囲内で、経営環境、

業績等を勘案して、決定いたします。取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の議論を経て、取締役

会の決定を受けて、代表取締役会が個人別の報酬額を決定します。 

監査役の報酬は、固定報酬とし、株主総会の決議により承認いただいた上限額の範囲内で決定しておりま

す。個々の監査役の報酬については、職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。 

  
⑥ 株式の保有状況 

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

  

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的 

 

役員区分 
報酬等の総額 
(百万円) 

報酬等の種類別の額（百万円) 
対象となる 
役員の員数 月例（固定） 

報酬 
株式報酬型 

ストックオプション
賞与 

取締役 
（社外取締役を除く） 

610 430 70 110 11 

監査役 
（社外監査役を除く） 

48 48 ― ― 3 

社外役員 64 64 ― ― 5 
 

銘柄数   137銘柄 

貸借対照表計上額の合計額    47,939百万円 
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（前事業年度） 

特定投資株式 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

㈱日本触媒 2,400,000 4,231 
中長期的な取引関係構築、維持及び強化等
を目的に保有しております。 

㈱クボタ 1,952,966 3,716 同上 

㈱三井住友フィナンシャル
グループ 

803,112 3,695 同上 

ＮＯＫ㈱ 760,000 2,751 同上 

塩野義製薬㈱ 672,000 2,691 同上 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ 

3,297,700 2,452 同上 

日東電工㈱ 300,000 2,409 同上 

大和ハウス工業㈱ 767,000 1,818 同上 

㈱三井物産 1,031,093 1,662 同上 

㈱ジェイ・エム・エス 4,947,000 1,459 
業務提携及び資本提携を目的に保有してお
ります。 

MS&ADインシュアランスグ
ループホールディングス㈱ 

401,990 1,354 
中長期的な取引関係構築、維持及び強化等
を目的に保有しております。 

日清食品ホールディングス
㈱ 

227,074 1,342 同上 

㈱ダスキン 500,000 1,040 同上 

イビデン㈱ 500,000 1,013 同上 

江崎グリコ㈱ 206,195 1,002 同上 

㈱三菱ケミカルホールディ
ングス 

1,384,171 966 同上 

森永製菓㈱ 2,082,528 878 同上 

三井化学㈱ 2,053,000 792 同上 

コニシ㈱ 342,000 694 同上 

タキロン㈱ 1,318,201 690 同上 

山崎製パン㈱ 296,432 642 同上 

三菱商事㈱ 259,251 627 同上 

フューチャーベンチャーキ
ャピタル㈱ 

1,102,400 568 同上 

イハラケミカル工業㈱ 308,000 542 同上 

大日精化工業㈱ 809,000 499 同上 

岡谷鋼機㈱ 52,600 431 同上 

オーナンバ㈱ 829,212 373 同上 

東京海上ホールディングス
㈱ 

73,500 333 同上 

テルモ㈱ 99,750 316 同上 

前澤化成工業㈱ 213,600 260 同上 
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（当事業年度） 

特定投資株式 

 

銘柄 
株式数 
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

保有目的 

塩野義製薬㈱ 672,000 3,559 
中長期的な取引関係構築、維持及び強化等
を目的に保有しております。 

㈱クボタ 1,952,966 3,000 同上 

㈱日本触媒 480,000 2,750 同上 

㈱三井住友フィナンシャル
グループ 

803,112 2,740 同上 

大和ハウス工業㈱ 767,000 2,428 同上 

日東電工㈱ 300,000 1,877 同上 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ 

3,297,700 1,719 同上 

フューチャーベンチャーキ
ャピタル㈱ 

1,102,400 1,719 同上 

ＮＯＫ㈱ 760,000 1,460 同上 

㈱ジェイ・エム・エス 4,947,000 1,459 
業務提携及び資本提携を目的に保有してお
ります。 

㈱三井物産 1,031,093 1,335 
中長期的な取引関係構築、維持及び強化等
を目的に保有しております。 

MS&ADインシュアランスグ
ループホールディングス㈱ 

401,990 1,260 同上 

日清食品ホールディングス
㈱ 

227,074 1,201 同上 

江崎グリコ㈱ 207,258 1,195 同上 

森永製菓㈱ 2,082,528 1,193 同上 

コニシ㈱ 684,000 960 同上 

㈱三菱ケミカルホールディ
ングス 

1,384,171 813 同上 

三井化学㈱ 2,053,000 769 同上 

タキロン㈱ 1,318,201 735 同上 

㈱ダスキン 350,000 707 同上 

山崎製パン㈱ 296,432 702 同上 

イビデン㈱ 500,000 688 同上 

三菱商事㈱ 259,251 494 同上 

イハラケミカル工業㈱ 308,000 447 同上 

テルモ㈱ 99,750 402 同上 

オカモト㈱ 415,000 394 同上 

大日精化工業㈱ 809,000 364 同上 

岡谷鋼機㈱ 52,600 360 同上 

雪印メグミルク㈱ 124,000 350 同上 

オーナンバ㈱ 829,212 294 同上 
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⑦ 取締役の定数 

当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。 

  

⑧ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選

任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。 

  

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

当社は、機動的な資本政策及び利益還元政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事

項を取締役会の決議により定めることができる旨及び同条第１項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては

定めない旨を定款に定めております。 

  

⑩ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上をもって行う旨を定款に定めております。 

  

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

当社の監査公認会計士等は、有限責任 あずさ監査法人に所属しており、当社及び当社の連結子会社の有限責任 

あずさ監査法人に対する報酬は、以下のとおりであります。 

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

  前連結会計年度 

当社の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧに対して、監

査報酬等155百万円を支払っております。 

  当連結会計年度 

当社の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧに対して、監

査報酬等236百万円を支払っております。 

  
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

  前連結会計年度 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法に関する認定申請に必要となる確認手続業務及び生産性向上設備投資促進税

制に係る手続業務であります。 

  当連結会計年度 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法に関する認定申請に必要となる確認手続業務であります。 

  
④ 【監査報酬の決定方針】 

該当事項はありません。 

 

区分 
前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円) 

非監査業務に 
基づく報酬(百万円) 

提出会社 78 2 79 2 

連結子会社 16 0 16 0 

計 94 3 95 2 
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第５ 【経理の状況】 

  

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。 

  
２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年４月１日から平成28年３月31

日まで)及び事業年度(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任

あずさ監査法人により監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、 

①公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構が主催するセミナーへ参加する等によって会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備に努めております。 

②有価証券報告書等の開示に当たって、作成部門である経理部以外の者がその項目ごとに記載事項の適正性を確認

する社内点検制度を整備、運用しております。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 28,070 43,447 

    受取手形及び売掛金 122,083 121,682 

    有価証券 110 110 

    商品及び製品 51,610 51,745 

    仕掛品 9,516 10,125 

    原材料及び貯蔵品 30,057 31,828 

    繰延税金資産 6,368 5,951 

    その他 8,931 9,161 

    貸倒引当金 △100 △345 

    流動資産合計 256,647 273,708 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） ※３  64,804 ※３  69,204 

      機械装置及び運搬具（純額） ※３  91,752 ※３  88,753 

      土地 ※３  28,411 ※３  31,111 

      建設仮勘定 16,221 23,633 

      その他（純額） 6,398 7,012 

      有形固定資産合計 ※１  207,588 ※１  219,715 

    無形固定資産     

      のれん 4,701 4,123 

      その他 ※３  7,012 ※３  8,074 

      無形固定資産合計 11,714 12,197 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※２,※３  61,344 ※２,※３  55,602 

      出資金 ※２  734 ※２  987 

      長期貸付金 1,413 1,307 

      長期前払費用 2,225 1,525 

      退職給付に係る資産 8,131 - 

      繰延税金資産 1,682 4,802 

      その他 6,699 7,619 

      貸倒引当金 △220 △215 

      投資その他の資産合計 82,012 71,629 

    固定資産合計 301,315 303,542 

  資産合計 557,962 577,251 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 ※３  63,071 ※３  64,819 

    短期借入金 ※３  55,636 ※３  52,695 

    未払金 ※３  24,911 ※３  24,608 

    未払費用 11,211 11,623 

    未払法人税等 2,323 3,708 

    未払消費税等 1,240 795 

    役員賞与引当金 113 134 

    その他 3,204 5,163 

    流動負債合計 161,713 163,550 

  固定負債     

    社債 10,000 10,000 

    長期借入金 ※３  47,274 ※３  53,773 

    繰延税金負債 2,243 1,674 

    退職給付に係る負債 25,338 36,667 

    役員退職慰労引当金 280 303 

    その他 ※３  1,885 ※３  2,559 

    固定負債合計 87,022 104,978 

  負債合計 248,735 268,528 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 33,046 33,046 

    資本剰余金 34,836 34,936 

    利益剰余金 218,746 234,377 

    自己株式 △12,071 △15,558 

    株主資本合計 274,558 286,801 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 19,659 17,450 

    繰延ヘッジ損益 △104 △51 

    為替換算調整勘定 2,975 △1,082 

    退職給付に係る調整累計額 1,172 △10,909 

    その他の包括利益累計額合計 23,702 5,406 

  新株予約権 136 228 

  非支配株主持分 10,829 16,285 

  純資産合計 309,227 308,722 

負債純資産合計 557,962 577,251 
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

売上高 552,189 555,227 

売上原価 ※１  413,389 ※１  394,021 

売上総利益 138,799 161,205 

販売費及び一般管理費 ※２,※３  114,164 ※２,※３  122,985 

営業利益 24,635 38,220 

営業外収益     

  受取利息 117 59 

  受取配当金 1,458 1,423 

  為替差益 2,432 - 

  持分法による投資利益 211 281 

  その他 1,459 943 

  営業外収益合計 5,680 2,707 

営業外費用     

  支払利息 1,223 1,198 

  固定資産除却損 2,061 3,485 

  為替差損 - 302 

  その他 2,277 2,902 

  営業外費用合計 5,563 7,888 

経常利益 24,752 33,038 

特別利益     

  固定資産売却益 ※４  2,745 - 

  負ののれん発生益 - 1,312 

  段階取得に係る差益 - 229 

  補助金収入 1,616 - 

  特別利益合計 4,362 1,542 

特別損失     

  訴訟関連費用 940 1,176 

  減損損失 - ※５  1,536 

  環境対策費用 - 598 

  支払補償費 - 667 

  特別損失合計 940 3,979 

税金等調整前当期純利益 28,174 30,601 

法人税、住民税及び事業税 5,312 6,598 

法人税等調整額 4,282 2,991 

法人税等合計 9,595 9,590 

当期純利益 18,579 21,011 

非支配株主に帰属する当期純利益 545 25 

親会社株主に帰属する当期純利益 18,033 20,985 
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【連結包括利益計算書】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当期純利益 18,579 21,011 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 9,270 △2,239 

  繰延ヘッジ損益 △104 52 

  為替換算調整勘定 2,395 △4,049 

  退職給付に係る調整額 4,371 △12,097 

  持分法適用会社に対する持分相当額 116 △17 

  その他の包括利益合計 ※１  16,049 ※１  △18,350 

包括利益 34,628 2,660 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 34,140 2,690 

  非支配株主に係る包括利益 488 △30 
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③【連結株主資本等変動計算書】 

  前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

  

  (単位：百万円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,046 34,836 209,449 △10,520 266,812 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
    △3,396   △3,396 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
33,046 34,836 206,053 △10,520 263,416 

当期変動額           

剰余金の配当     △5,392   △5,392 

連結範囲の変動     137   137 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
    18,033   18,033 

在外子会社の国際会

計基準に基づく剰余

金の変動額 
    △63   △63 

自己株式の取得       △1,615 △1,615 

自己株式の処分     △23 64 40 

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額） 
          

当期変動額合計 ― ― 12,692 △1,550 11,141 

当期末残高 33,046 34,836 218,746 △12,071 274,558 
 

  

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配 

株主持分 
純資産合計 その他有価証 

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に 

係る調整 

累計額 

その他の包括

利益累計額 

合計 

当期首残高 10,534 ― 353 △3,293 7,595 139 10,586 285,133 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
              △3,396 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
10,534 ― 353 △3,293 7,595 139 10,586 281,737 

当期変動額                 

剰余金の配当               △5,392 

連結範囲の変動               137 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
              18,033 

在外子会社の国際会

計基準に基づく剰余

金の変動額 
              △63 

自己株式の取得               △1,615 

自己株式の処分               40 

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額） 

9,124 △104 2,621 4,465 16,106 △2 243 16,348 

当期変動額合計 9,124 △104 2,621 4,465 16,106 △2 243 27,489 

当期末残高 19,659 △104 2,975 1,172 23,702 136 10,829 309,227 
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  当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

  

 

  (単位：百万円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,046 34,836 218,746 △12,071 274,558 

当期変動額           

剰余金の配当     △5,344   △5,344 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
    20,985   20,985 

自己株式の取得       △3,584 △3,584 

自己株式の処分   △5 △8 97 82 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 
  105     105 

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額） 
        ― 

当期変動額合計 ― 99 15,631 △3,487 12,243 

当期末残高 33,046 34,936 234,377 △15,558 286,801 
 

  

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配 

株主持分 
純資産合計 その他有価証 

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に 

係る調整 

累計額 

その他の包括

利益累計額 

合計 

当期首残高 19,659 △104 2,975 1,172 23,702 136 10,829 309,227 

当期変動額                 

剰余金の配当               △5,344 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
              20,985 

自己株式の取得               △3,584 

自己株式の処分               82 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 
              105 

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額） 

△2,208 52 △4,057 △12,081 △18,295 91 5,455 △12,748 

当期変動額合計 △2,208 52 △4,057 △12,081 △18,295 91 5,455 △504 

当期末残高 17,450 △51 △1,082 △10,909 5,406 228 16,285 308,722 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益 28,174 30,601 

  減価償却費 23,739 26,438 

  減損損失 - 1,536 

  負ののれん発生益 - △1,312 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 640 428 

  退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △2,450 424 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 13 

  受取利息及び受取配当金 △1,576 △1,482 

  支払利息 1,223 1,198 

  段階取得に係る差損益（△は益） - △229 

  持分法による投資損益（△は益） △211 △281 

  固定資産処分損益（△は益） △2,008 824 

  補助金収入 △1,616 - 

  売上債権の増減額（△は増加） △2,500 6,932 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,447 △1,596 

  仕入債務の増減額（△は減少） △3,863 △4,566 

  その他 2,127 5,734 

  小計 40,236 64,664 

  利息及び配当金の受取額 1,684 1,599 

  利息の支払額 △1,207 △1,172 

  法人税等の支払額 △7,110 △5,386 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 33,602 59,704 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  有形固定資産の取得による支出 △41,719 △38,552 

  有形固定資産の売却による収入 3,655 466 

  無形固定資産の取得による支出 △2,075 △2,879 

  補助金の受入による収入 1,464 - 

  投資有価証券の取得による支出 △455 △70 

  投資有価証券の売却による収入 1,072 386 

  関係会社株式の取得による支出 △104 - 

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

- ※２  1,537 

  貸付けによる支出 △862 △1,461 

  貸付金の回収による収入 601 929 

  その他 207 △1,107 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △38,214 △40,751 
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                      (単位：百万円) 

                    前連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） 122 1,359 

  長期借入れによる収入 16,672 13,324 

  長期借入金の返済による支出 △5,191 △9,300 

  社債の償還による支出 △5,000 - 

  セール・アンド・リースバックによる収入 - 280 

  リース債務の返済による支出 △194 △101 

  自己株式の取得による支出 △1,615 △3,584 

  自己株式の売却による収入 0 74 

  配当金の支払額 △5,392 △5,344 

  非支配株主への配当金の支払額 △204 △242 

  
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

- △15 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △804 △3,551 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △387 △260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,803 15,141 

現金及び現金同等物の期首残高 33,803 28,020 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

19 - 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  28,020 ※１  43,161 
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数75社 

主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４関係会社の状況」に記載しているため省略しております。 

当連結会計年度において、カネカタイランドCo.,Ltd.、カネカMSマレーシアSdn.Bhd.及びカネカヨーロッパホ

ールディングカンパニーN.V.については、新たに設立したことにより、セメダイン(株)及び同社の子会社10社に

ついては、公開買付けによる株式取得により、それぞれ連結の範囲に含めております。また、三和化成工業(株)

については、清算結了により、連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、カネカファーマベトナムCo.,Ltd.であります。 

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、いずれも重要性に乏しく、

全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数3社 

主要な会社名 

イビデン樹脂㈱ 

当連結会計年度において、公開買付けによる株式取得により、セメダイン(株)を持分法適用の範囲から除外す 

るとともに、同社の関連会社１社を持分法適用の範囲に含めております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(カネカファーマベトナムCo.,Ltd.他)及び関連会社(東武化学㈱他)は、そ

れぞれ当期純損益及び利益剰余金等に重要な影響を及ぼしておらず、かつ、全体としても重要性が乏しいため持

分法を適用しておりません。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司、青島海華繊維有限公司、鐘化貿易（上海）有限公司、鐘化企

業管理（上海）有限公司、鐘化（佛山）高性能材料有限公司、セメダインオートモーティブ(株)等の決算日は12

月31日であり、連結財務諸表の作成に当っては、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

  

４ 会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

……時価法 

③ たな卸資産 

製品・商品 

……主として総平均法(月次)による原価法 

原材料・仕掛品 

……主として移動平均法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び連結子会社は、主として定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物・・・・・・・31年～50年 

  機械装置・・・・・７年、８年 

② リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残価保証額とする定額法を採用しております。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 役員賞与引当金 

当社及び一部の連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会

計年度に見合う分を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社では、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を引

当計上しております。 

  
(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給

付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

主として給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として５年）による定額法に

より費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし

て10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま

す。 

③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の費用処理方法 

 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他

の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

  

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

デリバティブ取引 

(金利スワップ及び通貨スワップ) 

ヘッジ対象 

相場変動等により損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及び、キャッシュ・フロー

が固定されその変動が回避されるもの 
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③ ヘッジ方針 

社内規程に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 

④ 有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動または、キャッシュ・フローの変動を比較し、相関性を見て有効性を評価

しております。 

  
(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却しておりま

す。ただし重要性が乏しい場合には発生連結会計年度に全額償却しております。 

  

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないもので取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する短期投資からなっております。 

  

(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

② 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

  
(会計方針の変更) 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当連結会計年度より適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動によ

る差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に

変更いたしました。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定に

よる取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたし

ます。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については連結財務諸表の組替えを行っております。 

当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の

変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生

じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載することに変更いた

しました。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将

来にわたって適用しております。 

なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益、並びに当連結会計年度末の資本剰余

金に与える影響は軽微であります。 

また、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。 
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(未適用の会計基準等) 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日） 

  

(1) 概要 

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断

に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見

積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。 

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い 

②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件 

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い 

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱

い 

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い 

  

(2) 適用予定日 

平成29年３月期の期首より適用予定であります。 

  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。 

  
(追加情報) 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行ってお

ります。 

  

（１）取引の概要 

当社は、平成27年10月9日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのイン

センティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」という。）の

導入を決議いたしました。本プランは、「カネカ従業員持株会」（以下、「持株会」という。）に加入するすべて

の従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当社が信託銀行に「カネカ従業員持株

会信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、その設定後５年間にわたり持株会が取得すると

見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行

われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残

余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借

入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点

において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済

することになります。 

  

（２）従持信託に残存する自社の株式 

従持信託に残存する当社株式を、従持信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当連結会計年度における当該自己株式の帳簿価額は1,689百万円、株式数1,422

千株であります。 

  

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 

当連結会計年度において総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は1,705百万円であります。 

  

 

― 72 ―



(連結貸借対照表関係) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりであります。 

  

 ４ 保証債務 

連結会社以外の会社の銀行等よりの借入に対する保証 

連結会社以外の会社の銀行よりの借入に対する経営指導念書等 

  

 ５ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 

  

 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

  541,296百万円 542,191百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

投資有価証券(株式) 5,781百万円 3,450百万円 

出資金 369百万円 481百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

建物及び構築物 4,343百万円 3,377百万円 

機械装置及び運搬具 2,277百万円 2,381百万円 

土地 1,624百万円 1,244百万円 

無形固定資産 16百万円 16百万円 

投資有価証券 48百万円 33百万円 

計 8,310百万円 7,053百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

支払手形及び買掛金 469百万円 386百万円 

短期借入金 792百万円 232百万円 

未払金 8百万円 8百万円 

長期借入金 300百万円 114百万円 

長期未払金 132百万円 24百万円 

計 1,701百万円 764百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

KSSベトナムCo.,Ltd. 281百万円 335百万円 

㈱カナエ －百万円 174百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

TGA ペーストリーカンパニー 
Pty.Ltd. 

211百万円 167百万円 

カネカファーマベトナム 
Co.,Ltd. 

45百万円 －百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

受取手形割引高 241百万円 50百万円 

受取手形裏書譲渡高 －百万円 3百万円 
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(連結損益計算書関係) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。 

 なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。 

  

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。    

  

※５ 減損損失について 

 当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

当社グループは、事業用資産については、当社の事業部単位でグルーピングすることを基本とし、そのうち連

結子会社主体の事業については、当該子会社単位でグルーピングしております。 

 需要の低迷により収益性が低下したサンビック株式会社の塩化ビニール樹脂成形加工用設備等の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額1,536百万円を特別損失に計上しております。その主な内訳は、機械装置及び

運搬具1,484百万円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については主として不動産鑑定士によ

る鑑定評価を基準としております。 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

  514百万円 261百万円 
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

荷造運搬費 26,418百万円 27,868百万円 

給料賃金 21,662百万円 22,615百万円 

役員賞与引当金繰入額 113百万円 134百万円 

退職給付費用 1,744百万円 1,521百万円 

減価償却費 3,527百万円 4,251百万円 

研究開発費 23,319百万円 26,767百万円 
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

  23,319百万円 26,767百万円 
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

土地等 2,745百万円 －百万円 
 

場所 用途 種類 

サンビック株式会社 
（静岡県浜松市） 

事業用資産 
（塩化ビニール樹脂成形加工用設備等） 

機械装置及び運搬具等 
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(連結包括利益計算書関係) 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

その他有価証券評価差額金     

  当期発生額 13,133百万円 △3,665百万円 

  組替調整額 △479百万円 111百万円 

    税効果調整前 12,653百万円 △3,554百万円 

    税効果額 △3,383百万円 1,315百万円 

    その他有価証券評価差額金 9,270百万円 △2,239百万円 

繰延ヘッジ損益     

 当期発生額 △43百万円 241百万円 

 組替調整額 △94百万円 △172百万円 

  税効果調整前 △137百万円 69百万円 

  税効果額 33百万円 △16百万円 

  繰延ヘッジ損益 △104百万円 52百万円 

為替換算調整勘定     

  当期発生額 2,395百万円 △4,049百万円 

  組替調整額 － 百万円 － 百万円 

    税効果調整前 2,395百万円 △4,049百万円 

    税効果額 － 百万円 － 百万円 

    為替換算調整勘定 2,395百万円 △4,049百万円 

退職給付に係る調整額     

 当期発生額 5,783百万円 △17,810百万円 

 組替調整額 901百万円 344百万円 

  税効果調整前 6,684百万円 △17,466百万円 

  税効果額 △2,313百万円 5,368百万円 

  退職給付に係る調整額 4,371百万円 △12,097百万円 

持分法適用会社に対する持分相当
額 

    

  当期発生額 47百万円 8百万円 

  組替調整額 69百万円 △26百万円 

    持分法適用会社に対する 
  持分相当額 

116百万円 △17百万円 

その他の包括利益合計 16,049百万円 △18,350百万円 
 

― 75 ―



(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加                    31,910 株 

      自己株式取得                         2,000,000 株  

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

ストック・オプションの行使による減少               79,000 株 

単元未満株式の売渡による減少                       400 株 

持分法適用関連会社が所有する当社株式（自己株式）の当社帰属分減少  150 株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 350,000,000 － － 350,000,000 
 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 13,034,982 2,031,910 79,550 14,987,342 
 

区分 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 
年度末残高 
（百万円） 

当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 
（親会社） 

ス ト ッ ク・
オプション 
としての 
新株予約権 

－ 136 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成26年５月13日 
取締役会 

普通株式 2,695 8 平成26年３月31日 平成26年６月６日 

平成26年11月11日 
取締役会 

普通株式 2,696 8 平成26年９月30日 平成26年12月５日 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成27年５月14日 
取締役会 

普通株式 2,680 利益剰余金 8 平成27年３月31日 平成27年６月５日
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当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）当連結会計年度末の自己株式数には、「カネカ従業員持株会信託」が保有する当社の株式が1,422,000株含まれて

おります。 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

「カネカ従業員持株会信託」による当社の株式の取得による増加     1,477,000株 

単元未満株式の買取による増加                        25,174株 

      自己株式取得                             1,964,000株  

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

「カネカ従業員持株会信託」から従業員持株会への売却による減少      55,000株 

ストック・オプションの行使による減少                   27,000株 

持分法適用関連会社が所有する当社株式（自己株式）の当社帰属分減少     100株 

連結子会社が所有する当社株式（自己株式）の売却による当社帰属分減少  14,935株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（注）平成28年５月12日取締役会による配当金の総額には、「カネカ従業員持株会信託」が保有する当社の株式に対す

る配当金14百万円が含まれております。 

  

 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 350,000,000 － － 350,000,000 
 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

株式数（株） 
当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 14,987,342 3,466,174 97,035 18,356,481 
 

区分 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 
年度末残高 
（百万円） 

当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 
（親会社） 

ス ト ッ ク・
オプション 
としての 
新株予約権 

－ 193 

連結子会社 

ス ト ッ ク・
オプション 
としての 
新株予約権 

－ 34 

合計 － 228 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成27年５月14日 
取締役会 

普通株式 2,680 8 平成27年３月31日 平成27年６月５日 

平成27年11月10日 
取締役会 

普通株式 2,664 8 平成27年９月30日 平成27年12月４日 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成28年５月12日 
取締役会 

普通株式 3,330 利益剰余金 10 平成28年３月31日 平成28年６月６日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにセメダイン(株)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにセメダイ

ン(株)株式の取得価額とセメダイン(株)取得による収入（純額）との関係は次のとおりです。 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

現金及び預金勘定 28,070百万円 43,447百万円 

有価証券勘定 110百万円 110百万円 

計 28,180百万円 43,557百万円 

預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△159百万円 △396百万円 

現金及び現金同等物 28,020百万円 43,161百万円 
 

流動資産 14,052百万円 

固定資産 8,158百万円 

流動負債 △8,770百万円 

固定負債 △1,835百万円 

新株予約権 △31百万円 

非支配株主持分 △5,849百万円 

負ののれん発生益 △1,312百万円 

小計 4,410百万円 

支配獲得時までの持分法評価額 △2,330百万円 

段階取得に係る差益 △229百万円 

追加取得した株式の取得価額 1,850百万円 

現金及び現金同等物 △3,387百万円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1,537百万円 
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(金融商品関係) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、主に製造販売事業を行うための設備投資計画や予算に照らして、必要な資金を調達（主に金融

機関からの借入や社債発行）しております。当社グループの一時的な余資は、原則としてキャッシュ・マネージメ

ント・システム（ＣＭＳ）で当社が一元的に管理し、安全性の高い金融資産で運用しております。また、短期的な

運転資金を金融機関より調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために実施してお

り、投機目的での取引は一切行わない方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒され

ております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、基本的に短期で１年以内の支払期日であります。また、その一部には、

原料輸入等に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛

金残高の範囲内にあります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設

備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。なお、短期借入金及び長期借入金の一部は、金利の変動

リスクに晒されておりますがその影響は限定的です。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務、運用資産、貸付金等の為替変動リスクを回避する目的で為替予

約、通貨スワップ、金利スワップ取引を利用しております。全てのデリバティブ取引は、貸借対照表上の資産、負

債と対応しているため、為替変動によるリスクは回避されており、かつ市場金利変動によるリスクは重要なもので

はありません。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に

ついては、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を

ご覧ください。 

  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日、残高及び信用状況を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握により、リスクの軽減を

図っております。連結子会社も、当社に準じた管理を行っております。 

債券は、格付の高い又は取引があり信用の確認できる債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であり

ます。また、定期的に財務状況等を確認し、リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引の契約先は、信用

度の高い金融機関であるため、相手側の契約不履行によるリスクはほとんど無いと判断しております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表

わされております。 
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② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに

対して、原則として外貨建ての営業債務をネットした決済予定額を上限に、先物為替予約を利用してヘッジしてお

ります。なお、為替予約は、外国為替管理手続に基づいて予め月度限度額と運用基準を定め、その範囲内で実行し

ております。また、当社グループでは、主として金利の変動リスクヘッジ（低減）のために、金利スワップ取引を

利用しております。 

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財政状況等を把握し、また、満

期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

デリバティブ取引については、取組の基本方針、業務の範囲、執行責任者、決定基準、管理体制に関する事項を

定めた金融派生商品取引管理規程に基づき、当社では財務部が、連結子会社では当社の承認を得た上で機関決定し

て、取引を行っております。取引の実行機能と管理・チェック機能を分離して内部牽制機能を担保するとともに、

当社の財務部長は、当社グループのデリバティブ取引全体について、リスクヘッジの有効性評価を行い、リスクヘ

ッジ対象の資産及び負債の内容を付して、毎月社長及び財務担当役員に報告し、定期的に取締役会へ報告しており

ます。 

  

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性にコミットメントライン契約枠を加

えた手元資金枠を連結売上高１ヶ月分程度を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。また、当

社グループは原則としてＣＭＳによりグループの資金を一元的に管理することでグループ各社の流動性リスクを低

減させており、重要な流動性リスクはないと判断しております。  

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。 

また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が

デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 

 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません 

（（注２）を参照ください）。 

  

前連結会計年度(平成27年３月31日) 

(※１)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（ ）で示しております。 

  

 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1) 現金及び預金 28,070 28,070 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 122,083 122,083 ― 

(3) 有価証券及び投資有価証券       

その他有価証券 51,413 51,398 △15 

(4) 長期貸付金 1,413     

貸倒引当金(※１) △0     

  1,413 1,379 △33 

資産計 202,980 202,931 △49 

(1) 支払手形及び買掛金 63,071 63,071 ― 

(2) 短期借入金 55,636 55,636 ― 

(3) 未払金 24,911 24,911 ― 

(4) 社債 10,000 10,633 633 

(5) 長期借入金 47,274 47,195 △78 

負債計 200,895 201,450 555 

デリバティブ取引(※２)       

ヘッジ会計が適用されていないもの (98) (98) ― 

ヘッジ会計が適用されているもの (44) (44) ― 
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当連結会計年度(平成28年３月31日) 

(※１)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（ ）で示しております。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金 

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

(2) 受取手形及び売掛金 

受取手形及び売掛金は、短期間で決済されるものは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。決済が長期にわたるものの時価は、債権ごとの当該帳簿価額より、一定の期間ごとに区分

した債権ごとに債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっ

て算出しております。 

(3) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。また、取引価格のない債券は、対象の金融資産から発生する将来キャッシュ・フ

ローを割り引いて現在価値を算出する方法によって算定しております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「有価証券関係」注記を参照ください。 

(4) 長期貸付金 

長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッ

シュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算

定しております。また、貸倒懸念債権は、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しておりま

す。 

 

  
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1) 現金及び預金 43,447 43,447 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 121,682 121,682 ― 

(3) 有価証券及び投資有価証券       

その他有価証券 45,771 45,771 ― 

(4) 長期貸付金 1,307     

貸倒引当金(※１) △0     

  1,307 1,312 5 

資産計 212,209 212,214 5 

(1) 支払手形及び買掛金 64,819 64,819 ― 

(2) 短期借入金 52,695 52,695 ― 

(3) 未払金 24,608 24,608 ― 

(4) 社債 10,000 10,549 549 

(5) 長期借入金 53,773 54,428 655 

負債計 205,897 207,102 1,205 

デリバティブ取引(※２)       

ヘッジ会計が適用されていないもの 9 9 ― 

ヘッジ会計が適用されているもの 233 233 ― 
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負債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに (3) 未払金 

これらはほぼ全てが短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。なお、短期間で決済されると判断できない場合は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キ

ャッシュ・フローを、支払期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定し

ております。 

(4) 社債  

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。 

(5) 長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

これらは市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)有価証券及び投資有価証券

その他有価証券」の時価には含めておりません。 

  

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

  

  

 

区分 
平成27年３月31日 

(百万円) 
平成28年３月31日 

(百万円) 

非上場株式等 10,041 9,940 
 

前連結会計年度(平成27年３月31日)     (単位:百万円) 

  １年以内 １年超５年以内
５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 28,070 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 122,083 ― ― ― 

長期貸付金 42 527 462 380 

合計 150,196 527 462 380 
 

当連結会計年度(平成28年３月31日)     (単位:百万円) 

  １年以内 １年超５年以内
５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 43,447 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 121,682 ― ― ― 

長期貸付金 52 505 459 290 

合計 165,182 505 459 290 
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(注４) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度(平成27年３月31日) 

  

当連結会計年度(平成28年３月31日) 

  

 

  
１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内 
(百万円) 

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円) 

短期借入金 55,636 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― 10,000 ― 

長期借入金 ― 6,234 9,111 8,410 481 23,037 

リース債務 97 88 44 19 8 3 

合計 55,734 6,322 9,155 8,429 10,489 23,040 
 

  
１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内 
(百万円) 

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円) 

短期借入金 52,695 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― 10,000 ― ― 

長期借入金 ― 9,637 9,245 1,407 6,796 26,685 

リース債務 182 146 118 14 3 1 

合計 52,877 9,784 9,363 11,421 6,800 26,686 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券 

前連結会計年度（平成27年３月31日） 

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

当連結会計年度（平成28年３月31日） 

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

      

 株式 47,236 18,064 29,171 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 
 その他 ― ― ― 

小計 47,236 18,064 29,171 
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

 株式 1,930 2,539 △608 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 
 その他 ― ― ― 

小計 1,930 2,539 △608 

合計 49,166 20,603 28,562 
 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

      

 株式 43,054 17,321 25,732 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 
 その他 ― ― ― 

小計 43,054 17,321 25,732 
連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

 株式 2,717 3,331 △613 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 
 その他 ― ― ― 

小計 2,717 3,331 △613 

合計 45,771 20,652 25,118 
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２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 前連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日） 

  

 当連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日） 

  

 

区分 
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

 株式 719 492 ― 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

合計 719 492 ― 
 

区分 
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

 株式 386 77 ― 

 債券       

  国債・地方債等 ― ― ― 

  社債 ― ― ― 

  その他 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

合計 386 77 ― 
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(デリバティブ取引関係) 

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

  

(注) １ 時価の算定方法 

為替予約取引・・・先物為替相場に基づき算定しております。 

通貨スワップ・・・通貨スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 上記通貨スワップ取引は、連結子会社への貸付金をヘッジ対象として貸借対照表上はヘッジ会計を適用して

おりますが、連結貸借対照表上は当該連結子会社への貸付金が消去されヘッジ会計が適用できなくなったた

め開示の対象としております。 
  

(2) 金利関連 

  

(注) 時価の算定方法 

金利スワップ・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格等によっております。 

 

前連結会計年度(平成27年３月31日) (単位:百万円) 
 

  種類 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 評価損益 

市場 
取引 
以外の 
取引 

為替予約取引         

 売建         

米ドル 1,555 ― △5 △5 

英ポンド 87 ― △1 △1 

通貨スワップ取引         

円支払・米ドル受取 2,662 ― △64 △64 

    合計 4,305 ― △71 △71 
 

当連結会計年度(平成28年３月31日) (単位:百万円) 
 

  種類 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 評価損益 

市場 
取引 
以外の 
取引 

為替予約取引         

 売建         

米ドル 1,352 ― 3 3 

通貨スワップ取引         

円支払・米ドル受取 2,420 ― 22 22 

    合計 3,773 ― 26 26 
 

前連結会計年度(平成27年３月31日) (単位:百万円) 
 

  種類 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 評価損益 

市場 
取引 
以外の 
取引 

金利スワップ取引         

受取変動・支払固定 2,403 2,403 △27 △27 

    合計 2,403 2,403 △27 △27 
 

当連結会計年度(平成28年３月31日) (単位:百万円) 
 

  種類 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 評価損益 

市場 
取引 
以外の 
取引 

金利スワップ取引         

受取変動・支払固定 2,253 2,253 △16 △16 

    合計 2,253 2,253 △16 △16 
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２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法 

通貨スワップ・・・通貨スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。 
  

(2) 金利関連 

  

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時

価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。 

 

前連結会計年度(平成27年３月31日) (単位:百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 

原則的処理方法 
通貨スワップ取引 
ユーロ支払・マレーシアリ
ンギット受取 

短期借入金 939 ― △46 

原則的処理方法 
通貨スワップ取引 
米ドル支払・マレーシアリ
ンギット受取 

長期借入金 3,845 3,845 2 

  合計   4,785 3,845 △44 
 

当連結会計年度(平成28年３月31日) (単位:百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 

原則的処理方法 
通貨スワップ取引 
米ドル支払・マレーシアリ
ンギット受取 

長期借入金 3,605 3,605 233 

  合計   3,605 3,605 233 
 

前連結会計年度(平成27年３月31日) (単位:百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引 
支払変動・受取固定 

短期借入金 3,000 500 (*) 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引 
支払固定・受取変動 

短期借入金 18 ― (*) 

  合計   3,018 500 (*) 
 

当連結会計年度(平成28年３月31日) (単位:百万円) 
 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等 
契約額等のうち 

１年超 
時価 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引 
支払変動・受取固定 

長期借入金 500 500 (*) 

  合計   500 500 (*) 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、主として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、一部の連結子会社は、退職給付

債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。また、一部の海外連結子会社では、確定拠出型の年金制度を設

けております。 

  

２ 確定給付制度 

 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (3)に掲げられたものを除く 

（百万円） 

  

 (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 (3)に掲げられたものを除く 

（百万円） 

  

 (3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表 

（百万円） 

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

退職給付債務の期首残高 85,342 92,722
会計方針の変更による累積的影響額 5,144 -

会計方針の変更を反映した期首残高 90,486 92,722
勤務費用 2,962 2,974
利息費用 1,513 1,526
数理計算上の差異の発生額 △573 16,544
新規連結による影響 ― 3,118
退職給付の支払額 △3,158 △3,099
その他 1,491 △44

退職給付債務の期末残高 92,722 113,741
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

年金資産の期首残高 68,874 78,170
期待運用収益 1,157 1,330
数理計算上の差異の発生額 5,210 △1,266
事業主からの拠出額 5,216 1,621
退職給付の支払額 △2,287 △2,385
新規連結による影響 ― 2,554

年金資産の期末残高 78,170 80,024
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

退職給付に係る負債の期首残高 3,945 2,654

退職給付費用 345 300

退職給付の支払額 △252 △249

新規連結による影響 ― 244

その他 △1,383 △0

退職給付に係る負債の期末残高 2,654 2,949
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 (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表 

（百万円） 

 （注）簡便法を適用した制度を含みます。 

  
 (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

（百万円） 

  

 (6) 退職給付に係る調整額 

 退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。 

（百万円） 

  
 (7) 退職給付に係る調整累計額 

  退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。 

（百万円） 

  

 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

積立型制度の退職給付債務 70,039 88,055
年金資産 △78,170 △80,030

  △8,131 8,025
非積立型制度の退職給付債務 25,338 28,641

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 17,206 36,667

     
退職給付に係る負債 25,338 36,667
退職給付に係る資産 △8,131 -

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 17,206 36,667
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

勤務費用 2,962 2,974

利息費用 1,513 1,526

期待運用収益 △1,157 △1,330

数理計算上の差異の費用処理額 901 344

簡便法で計算した退職給付費用 345 300

確定給付制度に係る退職給付費用 4,566 3,814
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

数理計算上の差異 6,684 △17,466

合計 6,684 △17,466
 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

未認識数理計算上の差異 △1,688 15,777

合計 △1,688 15,777
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 (8) 年金資産に関する事項 

   ①年金資産の主な内訳 

     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。 

    

   ②長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

  
 (9) 数理計算上の計算基礎に関する事項 

 主要な数理計算上の基礎 

  
３ 確定拠出制度 

  連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度500百万円、当連結会計年度600百万円です。 

 

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

債券 52% 56%

株式 29% 25%

生保一般勘定 15% 15%

その他 4% 4%

合計 100% 100%
 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

割引率 1.28～3.64% 0.7～3.83%

長期期待運用収益率 1.68% 1.68～2.5%
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(ストック・オプション等関係) 

Ⅰ 提出会社 

１ 費用計上額及び科目名 

  

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

販売費及び一般管理費の 
株式報酬費用 

37百万円 70百万円 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 13名 当社取締役 13名 当社取締役 12名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 57,000株 普通株式 75,000株 普通株式 75,000株 

付与日 平成19年９月10日 平成20年８月11日 平成21年８月11日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

権利行使期間 

平成19年９月11日から平成
44年９月10日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成20年８月12日から平成
45年８月11日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成21年８月12日から平成
46年８月11日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 13名 当社取締役 12名 当社取締役 12名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 75,000株 普通株式 75,000株 普通株式 75,000株 

付与日 平成22年８月10日 平成23年８月10日 平成24年８月９日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

権利行使期間 

平成22年８月11日から平成
47年８月10日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成23年８月11日から平成
48年８月10日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成24年８月10日から平成
49年８月９日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 
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会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 10名 当社取締役 10名 当社取締役 10名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 65,000株 普通株式 75,000株 普通株式 74,000株 

付与日 平成25年８月９日 平成26年８月11日 平成27年８月11日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

権利確定条件は付されてお
りません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

対象勤務期間の定めはあり
ません。 

権利行使期間 

平成25年８月10日から平成
50年８月９日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成26年８月12日から平成
51年８月11日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 

平成27年８月12日から平成
52年８月11日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、当社
の取締役の地位を喪失した
ときに、その地位を喪失し
た日の翌日から10日を経過
する日までの間に限り、新
株予約権を行使することが
できます。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度(平成28年３月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①  ストック・オプションの数 

  

  

  

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成19年８月８日 平成20年７月８日 平成21年７月８日 

権利確定前       

 期首(株) ― ― ― 

 付与(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 未確定残(株) ― ― ― 

権利確定後       

 期首(株) 3,000 20,000 22,000 

 権利確定(株) ― ― ― 

 権利行使(株) ― ― 3,000 

 失効(株) ― ― ― 

 未行使残(株) 3,000 20,000 19,000 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成22年７月９日 平成23年７月11日 平成24年７月10日 

権利確定前       

 期首(株) ― ― ― 

 付与(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 未確定残(株) ― ― ― 

権利確定後       

 期首(株) 29,000 37,000 39,000 

 権利確定(株) ― ― ― 

 権利行使(株) 4,000 5,000 4,000 

 失効(株) ― ― ― 

 未行使残(株) 25,000 32,000 35,000 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成25年７月９日 平成26年７月９日 平成27年７月９日 

権利確定前       

 期首(株) ― ― ― 

 付与(株) ― ― 74,000 

 失効(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― 74,000 

 未確定残(株) ― ― ― 

権利確定後       

 期首(株) 50,000 75,000 ― 

 権利確定(株) ― ― 74,000 

 権利行使(株) 6,000 5,000 ― 

 失効(株) ― ― ― 

 未行使残(株) 44,000 70,000 74,000 
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② 単価情報 

  

  

  

  
３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  ①使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル 

  ②主な基礎数値及び見積方法 

  (注)１ ６年間（平成21年８月から平成27年８月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

    ２ 過去に退任した取締役の在任期間及び現取締役の在任期間の実績に基づき設定しております。 

    ３ 平成26年９月期及び平成27年３月期の実績配当金によります。 

    ４ 予想残存期間に対応する国債の利回りによります。 

  
４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成19年８月８日 平成20年７月８日 平成21年７月８日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) ― ― 890 

付与日における公正な
評価単価（円） 

883 600 622 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成22年７月９日 平成23年７月11日 平成24年７月10日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) 890 890 890 

付与日における公正な
評価単価（円） 

456 412 363 
 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成25年７月９日 平成26年７月９日 平成27年７月９日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) 890 890 ― 

付与日における公正な
評価単価（円） 

558 502 947 
 

株価変動性       （注）１ 24.04% 

予想残存期間      （注）２ ６年 

予想配当        （注）３ 16円 

無リスク利子率     （注）４ 0.121% 
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Ⅱ 連結子会社（セメダイン㈱） 

１ 費用計上額及び科目名 

  

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

販売費及び一般管理費の 
株式報酬費用 

－百万円 2百万円 
 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 ７名 当社取締役 ７名 当社取締役 ８名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 58,000株 普通株式 58,000株 普通株式 67,000株 

付与日 平成20年10月20日 平成21年８月11日 平成22年７月26日 

権利確定条件 
付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

対象勤務期間 ９ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 

権利行使期間 

平成20年10月21日から平成
40年10月20日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

平成21年８月12日から平成
41年８月11日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

平成22年７月27日から平成
42年７月26日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 ８名 当社取締役 ８名 当社取締役 ７名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 64,000株 普通株式 58,000株 普通株式 53,000株 

付与日 平成23年７月14日 平成24年７月12日 平成25年７月９日 

権利確定条件 
付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

対象勤務期間 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 

権利行使期間 

平成23年７月15日から平成
43年７月14日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

平成24年７月13日から平成
44年７月12日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

平成25年７月10日から平成
45年７月９日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

 

― 96 ―



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度(平成28年３月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①  ストック・オプションの数 

  

  

 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

付与対象者の区分及び
人数(名) 

当社取締役 ６名 当社取締役 ４名 

株式の種類及び付与数
(株) 

普通株式 38,000株 普通株式 26,000株 

付与日 平成26年７月10日 平成27年７月９日 

権利確定条件 
付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

付与対象者が取締役の地位
を喪失した場合 

対象勤務期間 12ヶ月 12ヶ月 

権利行使期間 

平成26年７月11日から平成
46年７月10日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

平成27年７月10日から平成
47年７月９日まで。ただ
し、新株予約権者は、上記
行使期間内において、取締
役の地位を喪失したとき
に、その地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する
日までの間に限り、新株予
約権を行使することができ
ます。 

 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成20年９月26日 平成21年７月24日 平成22年７月９日 

権利確定前       

 期首(株) 8,000 8,000 8,000 

 付与(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 未確定残(株) 8,000 8,000 8,000 

権利確定後       

 期首(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 権利行使(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 未行使残(株) ― ― ― 
 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成23年６月24日 平成24年６月22日 平成25年６月19日 

権利確定前       

 期首(株) 7,000 12,000 14,000 

 付与(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 未確定残(株) 7,000 12,000 14,000 

権利確定後       

 期首(株) ― ― ― 

 権利確定(株) ― ― ― 

 権利行使(株) ― ― ― 

 失効(株) ― ― ― 

 未行使残(株) ― ― ― 
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（注）権利確定前の期首に記載されている数値は、当連結会計年度中に連結子会社となりましたセメダイン(株)の新

規連結時点の残高を記載しております。 

  

② 単価情報 

  

  

  

  
３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

新規連結時から当連結会計年度末までに付与されたストック・オプションはありません。 

  
４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。 

 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成26年６月19日 平成27年６月19日 

権利確定前     

 期首(株) 22,000 26,000 

 付与(株) ― ― 

 失効(株) ― ― 

 権利確定(株) ― ― 

 未確定残(株) 22,000 26,000 

権利確定後     

 期首(株) ― ― 

 権利確定(株) ― ― 

 権利行使(株) ― ― 

 失効(株) ― ― 

 未行使残(株) ― ― 
 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成20年９月26日 平成21年７月24日 平成22年７月９日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) ― ― ― 

付与日における公正な
評価単価（円） 

163 273 293 
 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成23年６月24日 平成24年６月22日 平成25年６月19日 

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) ― ― ― 

付与日における公正な
評価単価（円） 

342 352 388 
 

会社名 セメダイン㈱ セメダイン㈱ 

決議年月日 平成26年６月19日 平成27年６月19日 

権利行使価格(円) 1 1 

行使時平均株価(円) ― ― 

付与日における公正な
評価単価（円） 

388 415 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度において、繰延税金資産に独立掲記していた「その他有価証券評価差額金」は、重要性が乏しくなっ

たため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、繰延税金資産の

「その他」に含めて表示していた「未実現利益」、繰延税金負債の「その他」に含めて表示していた「海外子会社の減

価償却費」は、表示上の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の表示の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産に表示していた「その他有価証券評価差額金」212百万円、「その

他」8,557百万円は、「未実現利益」1,703百万円、「その他」7,067百万円として組み替えております。また、前連結会

計年度において、繰延税金負債に表示していた「その他」5,493百万円は、「海外子会社の減価償却費」4,272百万円、

「その他」1,220百万円として組み替えております。 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主な項目別の内訳 

 

  前連結会計年度   当連結会計年度 

  (平成27年３月31日)   (平成28年３月31日) 

(繰延税金資産)   
 退職給付に係る負債 5,558百万円  11,092百万円

 繰越欠損金 5,029百万円  3,920百万円

 投資有価証券評価損 895百万円  855百万円

 未払費用(賞与) 1,644百万円  1,665百万円

 減損損失 4,349百万円  4,082百万円

 未実現利益 1,703百万円  1,538百万円

 その他 7,067百万円  5,621百万円

 小計 26,247百万円  28,777百万円

 評価性引当額 △6,243百万円  △6,138百万円

 繰延税金資産合計 20,004百万円  22,638百万円

(繰延税金負債)     
 その他有価証券評価差額金 △8,758百万円  △7,455百万円

 海外子会社の減価償却費 △4,272百万円  △4,186百万円

 その他 △1,220百万円  △1,916百万円

 繰延税金負債合計 △14,251百万円  △13,558百万円

 繰延税金資産(負債)の純額 5,752百万円  9,079百万円
 

  前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

  
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

法定実効税率 
法定実効税率と税効

果会計適用後の法人

税等の負担率との間

の差異が法定実効税

率の100分の5以下で

あるため注記を省略

しております。 

  33.02％

 （調整）    
 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   △5.06％

 受取配当金連結消去   4.61％

 試験研究費等税額控除   △2.74％

 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正   1.33％

 その他   0.18％

税効果会計適用後の法人税等の負担率   31.34％
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年

法律第13号)が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.22％から、

回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.81％、平成30年４月１日以降

のものについては30.58％にそれぞれ変更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が270百万円、退職給付に係る調整累計額が

254百万円それぞれ減少し、当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額が406百万円、その他有価証券評価差額金

が390百万円それぞれ増加しております。 

  

(企業結合等関係) 

取得による企業結合 

(1) 企業結合の概要 

① 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称：セメダイン(株) 

事業の内容   ：接着剤、シーリング材、特殊塗料、粘着テープ等の製造販売 

  
② 企業結合を行った主な理由 

当社及びセメダイン(株)は、当社による平成２年４月のセメダイン(株)の第三者割当増資の引き受け以

降、段階的に資本関係を強化し、相互の事業拡大に向け協力してまいりましたが、さらなる企業価値向上の

ためには、セメダイン(株)が当社の連結子会社となり、資産、技術、ノウハウや海外ネットワーク等の経営

資源の相互提供・有効活用を促進することが極めて有効であるとの考えで一致したことから、平成27年12月

８日の両社の取締役会において、当社がセメダイン(株)を連結子会社とすることを目的として、公開買付け

を実施することを決議しました。 

  
③ 企業結合日 

平成28年１月20日 

  
④ 企業結合の法的形式 

現金による株式取得 

  
⑤ 結合後企業の名称 

変更ありません。 

  
⑥ 取得した議決権比率 

企業結合直前に保有していた議決権比率  29.61％ 

企業結合日に追加取得した議決権比率   21.39％ 

取得後の議決権比率           51.00％ 

（注）議決権比率は、セメダイン(株)の平成27年９月30日現在の発行済株式総数（15,167,000株）に、新株

予約権（105個：平成27年９月30日現在の新株予約権の数（26個）及び平成27年３月31日現在の新株予約権

の数（176個）の合計（202個）から、平成28年１月14日までに行使された数（97個）を控除した新株予約権

の数）の目的となる同社株式の数（105,000株）を加え、平成27年９月30日現在同社が所有する普通株式に

係る自己株式数（259,099株）を控除した株式数（15,012,901株）に係る議決権の数（150,129個）を分母と

して計算しております。 

  

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社が議決権の過半数を所有し、意思決定機関を支配していることが明確であるためです。 
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(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

被取得企業のみなし取得日を平成28年１月１日としているため、平成28年１月１日から平成28年３月31日

までの業績が含まれております。 

  
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

  
(4) 主要な取得関連費用の内訳及び金額 

  
(5) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額 

  
(6) 発生した負ののれん発生益の金額、発生原因 

① 発生した負ののれん発生益の金額 

1,312百万円 

  
② 発生原因 

セメダイン(株)の企業結合時の時価純資産が取得価額を上回ったためです。 

  
(7) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  

(8) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額及びその算定方法 

  

（概算額の算定方法） 

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結

損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。 

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

  

取得の対価 

企業結合直前に保有していたセメダイン㈱の企
業結合日における時価 

2,560百万円 

企業結合日の追加取得したセメダイン㈱の株式
の時価 

1,850百万円 

取得原価   4,410百万円 
 

アドバイザーに支払った報酬・手数料等 101百万円 
 

段階取得に係る差益 229百万円 
 

流動資産 14,052百万円 

固定資産 8,158百万円 

資産合計 22,210百万円 

流動負債 8,770百万円 

固定負債 1,835百万円 

負債合計 10,606百万円 
 

売上高 17,371百万円 

営業利益 903百万円 

経常利益 745百万円 

税金等調整前当期純利益 633百万円 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

29百万円 

１株当たり当期純利益 0.09円 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、「技術」の共通性を基盤として、製品・サービスの種類、用途及び市場の類似性等の別に、事業部を設

置しております。各事業部は、取り扱う製品・サービスについて、国内及び海外の子会社と一体となったグローバ

ル・グループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化成品事業」

「機能性樹脂事業」「発泡樹脂製品事業」「食品事業」「ライフサイエンス事業」「エレクトロニクス事業」及び

「合成繊維、その他事業」の７つを報告セグメントとしております。なお、当社では、事業環境の変化に迅速かつ

柔軟に対応するために、適宜、事業部の新設、統廃合を実施いたします。そのため、報告セグメントの決定に当た

っては、相当期間にわたりその継続性が維持できるように配慮しております。 

「化成品事業」は、日用品から産業資材まで幅広い用途に使用される塩化ビニール樹脂等をはじめ付加価値の高

い塩ビ系特殊樹脂等を生産販売しております。「機能性樹脂事業」は、優れた耐熱性や耐候性、難燃性、弾性な

ど、新しい付加機能をもった樹脂を生産し、建築分野や自動車産業、家電、情報機器分野に販売しております。

「発泡樹脂製品事業」は、電気製品の緩衝包装材、自動車用衝撃吸収材料や魚函、住宅の断熱材等に使用される発

泡樹脂製品を生産販売しております。「食品事業」は、パン酵母やマーガリン等を生産し、業務用製菓・製パン・

食材分野に販売しております。「ライフサイエンス事業」は、発酵と高分子の技術から生み出される医薬品（ＡＰ

Ｉ・中間体）や機能性食品素材、カテーテル等の医療機器を生産し、医薬品メーカーや医療機関に販売しておりま

す。「エレクトロニクス事業」は、電子機器メーカーに販売する高機能性フィルムや太陽電池を生産販売しており

ます。「合成繊維、その他事業」は、主として、ウィッグや衣類等に使用する合成繊維を生産販売しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

また、当連結会計年度より、一部の連結子会社の所管変更を行っており、それに伴い報告セグメントを「エレク

トロニクス」事業から「発泡樹脂製品」事業に変更しております。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示してお

ります。 

また、（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度より支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として

計上する方法に変更しております。 

この変更による報告セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成26年４月１日  至  平成27年３月31日) 

(注)  セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

当連結会計年度(自  平成27年４月１日  至  平成28年３月31日) 

(注)  セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

 

    (単位：百万円)

  
報告セグメント 

調整額 
連結 

財務諸表 

計上額 化成品 
機能性 

樹脂 

発泡樹脂 

製品 
食品 

ライフ 

サイエンス 

エレクトロ 

ニクス 

合成繊維、 

その他 
計 

売上高                     

外部顧客への売上高 110,715 95,387 66,072 139,729 53,399 42,748 44,135 552,189 ― 552,189 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

1,267 626 105 1 61 331 1,211 3,605 △3,605 ― 

計 111,983 96,013 66,178 139,730 53,461 43,079 45,347 555,794 △3,605 552,189 

セグメント利益又は
損失(△)(注) 

2,927 11,293 4,420 1,807 9,342 △943 12,130 40,977 △16,341 24,635 

セグメント資産 108,198 74,368 50,489 79,990 67,691 73,229 28,905 482,874 75,089 557,962 

その他の項目                     

減価償却費 4,421 2,939 2,064 2,301 2,912 4,358 2,420 21,418 2,091 23,509 

のれんの償却額 ― 37 ― ― 472 ― ― 510 ― 510 

持分法適用会社への 
投資額 

― 2,246 1,702 ― ― ― ― 3,949 ― 3,949 

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

10,576 3,350 3,008 2,816 3,254 5,666 13,903 42,577 3,001 45,578 
 

  (単位：百万円)

  
報告セグメント 

調整額 
連結 

財務諸表 

計上額 化成品 
機能性 

樹脂 

発泡樹脂 

製品 
食品 

ライフ 

サイエンス 

エレクトロ 

ニクス 

合成繊維、 

その他 
計 

売上高                     

外部顧客への売上高 103,430 98,385 65,148 144,960 58,922 39,123 45,257 555,227 ― 555,227 

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

940 758 60 8 26 261 1,251 3,306 △3,306 ― 

計 104,370 99,144 65,208 144,968 58,948 39,384 46,509 558,534 △3,306 555,227 

セグメント利益(注) 5,568 15,117 6,310 3,748 11,723 19 15,658 58,146 △19,926 38,220 

セグメント資産 102,106 94,574 52,443 82,362 66,625 68,513 31,712 498,338 78,912 577,251 

その他の項目                     

減価償却費 5,310 3,364 2,339 2,512 3,149 4,455 2,420 23,551 2,687 26,238 

のれんの償却額 ― 35 ― ― 468 ― ― 504 ― 504 

持分法適用会社への 
投資額 

― 75 1,843 ― ― ― ― 1,918 ― 1,918 

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

4,854 15,760 4,469 3,178 3,084 4,709 9,097 45,153 2,177 47,331 
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(注)  全社費用は主に特定の報告セグメントに帰属しない基礎的研究開発費であります。 
  

(注)  全社資産は特定の報告セグメントに帰属しない全社共通の余資運転資金、投資有価証券及び土地等でありま

す。 
  

(注)  その他には主に特定の報告セグメントに帰属しない基礎的研究開発関連が含まれます。 

  

 

    (単位：百万円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 40,977 58,146 

セグメント間取引消去 △1 12 

全社費用(注) △16,335 △19,932 

その他の調整額 △4 △6 

連結財務諸表の営業利益 24,635 38,220 
 

    (単位：百万円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 482,874 498,338 

セグメント間取引消去 △12,367 △12,993 

全社資産(注) 87,306 91,484 

その他の調整額 150 421 

連結財務諸表の資産合計 557,962 577,251 
 

              (単位：百万円) 

その他の項目 

報告セグメント計 その他(注) 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費 21,418 23,551 2,091 2,687 ― ― 23,509 26,238 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

42,577 45,153 3,001 2,177 ― ― 45,578 47,331 
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【関連情報】 

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

(2) 有形固定資産 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載をしておりま

せん。 

  
当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 

(2) 有形固定資産 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載をしておりま

せん。 

 

          (単位：百万円) 

日本 アジア 北米 欧州 その他地域 合計 

341,124 87,822 43,477 54,627 25,137 552,189 
 

          (単位：百万円) 

日本 
アジア 

北米 欧州 合計 
マレーシア その他 

147,414 22,148 8,872 21,571 7,581 207,588 
 

          (単位：百万円) 

日本 アジア 北米 欧州 その他地域 合計 

337,814 91,011 43,627 55,666 27,106 555,227 
 

          (単位：百万円) 

日本 
アジア 

北米 欧州 合計 
マレーシア その他 

156,035 25,551 8,172 21,577 8,378 219,715 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

(単位：百万円) 

  
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：百万円) 

  

当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

(単位：百万円) 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

「機能性樹脂」事業において、持分法適用関連会社であったセメダイン(株)の株式を追加取得し、連結子会社

としたことに伴い1,312百万円の負ののれん発生益を計上しております。 

  

 

  

報告セグメント 

調整額 合計 
化成品 

機能性 

樹脂 

発泡樹脂 

製品 
食品 

ライフ 

サイエンス 

エレクトロ 

ニクス 

合成繊維、 

その他 
計 

減損損失 1,536 ― ― ― ― ― ― 1,536 ― 1,536 
 

  
報告セグメント 

調整額 合計 

化成品 
機能性 

樹脂 

発泡樹脂 

製品 
食品 

ライフ 

サイエンス 

エレクトロ 

ニクス 

合成繊維、

その他 
計 

(のれん）                     

当期償却額 ― 37 ― ― 472 ― ― 510 ― 510 

当期末残高 ― 223 ― ― 4,477 ― ― 4,701 ― 4,701 
 

  
報告セグメント 

調整額 合計 

化成品 
機能性 

樹脂 

発泡樹脂 

製品 
食品 

ライフ 

サイエンス 

エレクトロ 

ニクス 

合成繊維、

その他 
計 

(のれん）                     

当期償却額 ― 35 ― ― 468 ― ― 504 ― 504 

当期末残高 ― 193 ― ― 3,929 ― ― 4,123 ― 4,123 
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【関連当事者情報】 

  

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注)１ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  ２ 「カネカ従業員持株会信託」が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株

当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

    １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式

の期中平均株式数は当連結会計年度405千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の

期末株式数は、当連結会計年度1,422千株であります。 

  

  

 

  
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

１株当たり純資産額 890.30円 881.09円 

１株当たり当期純利益金額 53.52円 62.98円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

53.48円 62.92円 
 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

  親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 18,033 20,985 

  普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 
 (百万円) 

18,033 20,985 

  普通株式の期中平均株式数(千株) 336,935 333,221 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） － △0 

  (うち連結子会社の潜在株式による調整額)(百万円) － (△0) 

  普通株式増加数(千株) 248 301 

  (うち新株予約権)(千株) (248) (301) 
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  ３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

 

項目 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 309,227 308,722 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)     

(うち新株予約権) (136) (228) 

(うち非支配株主持分) (10,829) (16,285) 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 298,260 292,208 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株) 

335,012 331,643 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

(注) 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース

債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 

３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除きます)の連結決算日後５年内における返

済予定額は次のとおりであります。 

  

【資産除去債務明細表】 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
当期首残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率 
(％) 

担保 償還期限 

当社 第５回無担保社債 平成21年９月16日 10,000 10,000 1.67 なし 平成31年９月13日 

合計 ― ― 10,000 10,000 ― ― ― 
 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内 
(百万円) 

３年超４年以内 
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

― ― ― 10,000 ― 
 

区分 
当期首残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 45,951 46,864 1.00 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 9,685 5,830 0.68 ― 

１年以内に返済予定のリース債務 97 182 ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

47,274 53,773 0.94 
平成29年３月31日～ 
平成44年６月30日 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く) 

163 284 ― 
平成29年１月31日～ 
平成34年４月30日 

その他有利子負債 ― ― ― ― 

合計 103,172 106,935 ― ― 
 

区分 
１年超２年以内 

(百万円) 
２年超３年以内 

(百万円) 
３年超４年以内 

(百万円) 
４年超５年以内 

(百万円) 

長期借入金 9,637 9,245 1,407 6,796 

リース債務 146 118 14 3 
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(2) 【その他】 

 当連結会計年度における四半期情報等 

  

  

訴訟等 

（イ）当社は、韓国のUNO&COMPANY，LTD．並びに、米国のJBS HAIR，INC．及びJinny Beauty Supply Company,Inc.

を相手方とし、難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維に関する米国特許侵害訴訟を提起しております。本訴

訟については、2013年11月５日に当社の主張を認める地裁判決があり、同年12月３日に被告３社が控訴しま

した。2016年４月７日にその地裁判決を全面的に支持する控訴審判決があり、現在は最高裁判所への上告期

限内にあります。 

  

（ロ）当社は、韓国のSKC KOLON PI，Inc．及び米国のSKC，Inc．を相手方とし、ポリイミドフィルム製品に関する

米国特許侵害訴訟を提起しております。 

  

（ハ）当 社 は、Zhejiang  Medicine  Co.,Ltd.（ZMC），ZMC‐USA，LLC，Xiamen  Kingdomway  Group  Company，

Pacific Rainbow International Inc.,及びShenZhou Biology＆Technology Co.,Ltd．を相手方とし、酸化型

コエンザイムQ10に関する米国特許侵害訴訟を提起しております。 

 (累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度 

売上高 (百万円) 139,374 279,843 417,204 555,227 

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額 

(百万円) 7,852 15,309 24,745 30,601 

親会社株主に 
帰属する四半期 
(当期)純利益金額 

(百万円) 5,150 9,909 16,401 20,985 

１株当たり四半期
(当期)純利益金額 

(円) 15.38 29.66 49.15 62.98 
 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

１株当たり 
四半期純利益金額 

(円) 15.38 14.28 19.50 13.81 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 15,981 23,360 

    受取手形 ※１  999 ※１  885 

    売掛金 ※１  77,673 ※１  70,067 

    商品及び製品 25,228 23,679 

    仕掛品 5,677 6,063 

    原材料及び貯蔵品 17,442 17,563 

    前払費用 1,179 1,253 

    繰延税金資産 2,089 2,020 

    その他 ※１  24,334 ※１  26,207 

    貸倒引当金 △1 △289 

    流動資産合計 170,604 170,810 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物 25,716 27,514 

      構築物 9,820 10,149 

      機械及び装置 44,442 44,192 

      車両運搬具 98 121 

      工具、器具及び備品 3,082 3,454 

      土地 20,551 20,526 

      建設仮勘定 6,357 7,543 

      有形固定資産合計 110,069 113,503 

    無形固定資産     

      ソフトウエア 3,590 4,728 

      その他 817 81 

      無形固定資産合計 4,407 4,809 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 52,308 48,135 

      関係会社株式 50,976 55,065 

      長期貸付金 ※１  6,385 ※１  2,742 

      その他 15,545 15,221 

      貸倒引当金 △103 △618 

      投資その他の資産合計 125,113 120,546 

    固定資産合計 239,590 238,859 

  資産合計 410,194 409,670 
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                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 ※１  34,169 ※１  30,168 

    短期借入金 ※１  60,247 ※１  56,311 

    リース債務 5 - 

    未払金 ※１  20,835 ※１  21,374 

    未払費用 4,698 4,709 

    未払法人税等 605 1,607 

    前受金 536 901 

    預り金 434 481 

    役員賞与引当金 94 110 

    その他 39 33 

    流動負債合計 121,667 115,697 

  固定負債     

    社債 10,000 10,000 

    長期借入金 33,007 38,576 

    繰延税金負債 1,053 1,312 

    退職給付引当金 18,724 19,340 

    その他 1,092 1,503 

    固定負債合計 63,877 70,732 

  負債合計 185,544 186,429 
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                      (単位：百万円) 

                    
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 33,046 33,046 

    資本剰余金     

      資本準備金 34,821 34,821 

      資本剰余金合計 34,821 34,821 

    利益剰余金     

      利益準備金 5,863 5,863 

      その他利益剰余金     

        特定災害防止準備金 28 31 

        配当準備積立金 1,995 1,995 

        技術振興基金 500 500 

        従業員福祉基金 300 300 

        買換資産積立金 735 753 

        買換資産圧縮記帳積立金 498 490 

        別途積立金 117,427 125,427 

        繰越利益剰余金 22,631 18,958 

      利益剰余金合計 149,980 154,320 

    自己株式 △12,061 △15,558 

    株主資本合計 205,787 206,629 

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 18,726 16,417 

    評価・換算差額等合計 18,726 16,417 

  新株予約権 136 193 

  純資産合計 224,650 223,240 

負債純資産合計 410,194 409,670 
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②【損益計算書】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前事業年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

売上高 ※1  298,673 ※1  290,556 

売上原価 ※1  222,631 ※1  204,380 

売上総利益 76,042 86,175 

販売費及び一般管理費 ※2  64,302 ※2  68,709 

営業利益 11,739 17,466 

営業外収益     

  受取利息 ※1  158 ※1  131 

  受取配当金 ※1  5,893 ※1  5,589 

  為替差益 2,635 676 

  その他 523 197 

  営業外収益合計 9,211 6,595 

営業外費用     

  支払利息 ※1  440 ※1  436 

  社債利息 187 167 

  固定資産除却損 1,686 2,959 

  支払補償費 ※1  1,661 ※1  703 

  その他 ※1  1,222 ※1  1,319 

  営業外費用合計 5,198 5,586 

経常利益 15,751 18,475 

特別利益     

  固定資産売却益 ※3  2,745 - 

  補助金収入 1,494 - 

  特別利益合計 4,239 - 

特別損失     

  訴訟関連費用 940 1,176 

  関係会社株式評価損 - 3,081 

  貸倒引当金繰入額 - 804 

  環境対策費用 - 598 

  支払補償費 - 667 

  特別損失合計 940 6,329 

税引前当期純利益 19,051 12,146 

法人税、住民税及び事業税 296 819 

法人税等調整額 3,420 1,633 

法人税等合計 3,717 2,452 

当期純利益 15,334 9,693 
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③【株主資本等変動計算書】 

  前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

  

  (単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

特定災害

防止 

準備金 

配当準備

積立金 

技術振興

基金 

従業員 

福祉基金 

買換資産 

積立金 

買換資産

圧縮記帳

積立金 

当期首残高 33,046 34,821 34,821 5,863 24 1,995 500 300 698 492 

会計方針の変更による

累積的影響額 
                    

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
33,046 34,821 34,821 5,863 24 1,995 500 300 698 492 

当期変動額                     

特定災害防止準備金の

積立 
        3           

買換資産積立金の積立                 36   

買換資産圧縮記帳積立

金の積立 
                  20 

買換資産圧縮記帳積立

金の取崩 
                  △13 

剰余金の配当                     

当期純利益                     

自己株式の取得                     

自己株式の処分                     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
                    

当期変動額合計 ― ― ― ― 3 ― ― ― 36 6 

当期末残高 33,046 34,821 34,821 5,863 28 1,995 500 300 735 498 
 

  

株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価・ 

換算 

差額等 

合計 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 117,427 16,095 143,397 △10,509 200,755 10,121 10,121 139 211,016 

会計方針の変更による

累積的影響額 
  △3,335 △3,335   △3,335       △3,335 

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
117,427 12,760 140,062 △10,509 197,420 10,121 10,121 139 207,680 

当期変動額                   

特定災害防止準備金の

積立 
  △3 ―   ―       ― 

買換資産積立金の積立   △36 ―   ―       ― 

買換資産圧縮記帳積立

金の積立 
  △20 ―   ―       ― 

買換資産圧縮記帳積立

金の取崩 
  13 ―   ―       ― 

剰余金の配当   △5,392 △5,392   △5,392       △5,392 

当期純利益   15,334 15,334   15,334       15,334 

自己株式の取得       △1,615 △1,615       △1,615 

自己株式の処分   △23 △23 64 40       40 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
          8,605 8,605 △2 8,602 

当期変動額合計 ― 9,872 9,918 △1,551 8,367 8,605 8,605 △2 16,969 

当期末残高 117,427 22,631 149,980 △12,061 205,787 18,726 18,726 136 224,650 
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  当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 

  

 

  (単位：百万円) 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

特定災害

防止 

準備金 

配当準備

積立金 

技術振興

基金 

従業員 

福祉基金 

買換資産 

積立金 

買換資産

圧縮記帳

積立金 

当期首残高 33,046 34,821 34,821 5,863 28 1,995 500 300 735 498 

当期変動額                     

特定災害防止準備金の

積立 
        2           

買換資産積立金の積立                 17   

買換資産圧縮記帳積立

金の積立 
                  6 

買換資産圧縮記帳積立

金の取崩 
                  △14 

別途積立金の積立                     

剰余金の配当                     

当期純利益                     

自己株式の取得                     

自己株式の処分                     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
                    

当期変動額合計 ― ― ― ― 2 ― ― ― 17 △7 

当期末残高 33,046 34,821 34,821 5,863 31 1,995 500 300 753 490 
 

  

株主資本 評価・換算差額等 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価・ 

換算 

差額等 

合計 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 117,427 22,631 149,980 △12,061 205,787 18,726 18,726 136 224,650 

当期変動額                   

特定災害防止準備金の

積立 
  △2 ―   ―       ― 

買換資産積立金の積立   △17 ―   ―       ― 

買換資産圧縮記帳積立

金の積立 
  △6 ―   ―       ― 

買換資産圧縮記帳積立

金の取崩 
  14 ―   ―       ― 

別途積立金の積立 8,000 △8,000 ―   ―       ― 

剰余金の配当   △5,344 △5,344   △5,344       △5,344 

当期純利益   9,693 9,693   9,693       9,693 

自己株式の取得       △3,584 △3,584       △3,584 

自己株式の処分   △8 △8 87 78       78 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
          △2,308 △2,308 57 △2,251 

当期変動額合計 8,000 △3,673 4,339 △3,497 842 △2,308 △2,308 57 △1,409 

当期末残高 125,427 18,958 154,320 △15,558 206,629 16,417 16,417 193 223,240 
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

 ①子会社株式及び関連会社株式   移動平均法による原価法 

 ②その他有価証券 

 ・時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

 ・時価のないもの…移動平均法による原価法 

(2) デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 

 時価法 

 (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 ①製品・商品           総平均法(月次)による原価法 

 ②原材料・仕掛品         移動平均法による原価法 

 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物・・・・・・・31年～50年 

 機械及び装置・・・７年、８年 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま

す。 
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(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法により費用処理

しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) ヘッジ会計の処理 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を、振当処理の要件を満たす通貨スワップに

ついては振当処理を採用しております。 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

(3) 連結納税制度の適用  

連結納税制度を適用しております。 

(4) 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ

らの会計処理の方法と異なっております。 

  
(追加情報) 

「カネカ従業員持株会信託」に関する会計処理について、連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容

を記載しているため、注記を省略しております。 
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(貸借対照表関係) 

※１ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務 

区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。 

  

 ２ 偶発債務 

保証債務 

関係会社の銀行借入に対する保証 

  

関係会社の銀行よりの借入に対する経営指導念書等 

  

 

  
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

短期金銭債権 56,950百万円 59,077百万円 

長期金銭債権 5,323百万円 1,664百万円 

短期金銭債務 29,545百万円 30,907百万円 
 

  
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

青島海華繊維有限公司 623百万円 292百万円 

カネカアメリカズホールディング
Inc. 

6,058百万円 5,684百万円 

カネカマレーシア Sdn.Bhd. 333百万円 －百万円 

カネカイノベイティブファイバー
ズ Sdn.Bhd. 

1,756百万円 4,660百万円 

カネカペーストポリマーSdn.Bhd. 2,423百万円 1,500百万円 

PT.カネカフーズインドネシア 131百万円 219百万円 

計 11,326百万円 12,357百万円 
 

  
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

TGA ペーストリーカンパニー 
Pty.Ltd. 

211百万円 167百万円 

カネカファーマベトナムCo.,Ltd. 45百万円 －百万円 

鐘化（佛山）高性能材料有限公司 966百万円 535百万円 

計 1,222百万円 703百万円 
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(損益計算書関係) 

※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。 

  
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。 

  

  
※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

 

  
前事業年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

営業取引による取引高     

 売上高 111,656百万円 110,316百万円 

 仕入高 47,072百万円 47,690百万円 

営業取引以外の取引による取引高 9,352百万円 5,288百万円 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

荷造運搬費 11,136百万円 11,654百万円 

給料賃金 8,028百万円 7,884百万円 

役員賞与引当金繰入額 94百万円 110百万円 

退職給付費用 1,397百万円 1,146百万円 

減価償却費 1,978百万円 2,561百万円 

研究開発費 22,071百万円 24,240百万円 
 

おおよその割合     

販売費 43％ 41％ 

一般管理費 57％ 59％ 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日) 

土地等 2,745百万円 －百万円 
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(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度（平成27年３月31日） 

  

当事業年度（平成28年３月31日） 

  

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、 

上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。 

  

 

区分 
貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

子会社株式 ― ― ― 

関連会社株式 1,381 2,231 849 

合計 1,381 2,231 849 
 

区分 
貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

子会社株式 3,333 3,905 571 

関連会社株式 ― ― ― 

合計 3,333 3,905 571 
 

区分 
前事業年度 

（平成27年３月31日） 
当事業年度 

（平成28年３月31日） 

子会社株式 48,730百万円 50,867百万円 

関連会社株式 864百万円 864百万円 

計 49,594百万円 51,731百万円 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年

法律第13号)が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（た

だし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.22％から、回収又は

支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.81％、平成30年４月１日以降のものに

ついては30.58％にそれぞれ変更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が32百万円、当事業年度に費用計上された法人

税等調整額が325百万円、その他有価証券評価差額金が358百万円それぞれ増加しております。 

  

(企業結合等関係) 

連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

  前事業年度   当事業年度 

  (平成27年３月31日)   (平成28年３月31日)

(繰延税金資産)     
退職給付引当金 4,438百万円   4,449百万円

未払費用（賞与） 1,060百万円   982百万円

関係会社株式評価損 4,049百万円   3,843百万円

投資有価証券評価損 888百万円   843百万円

減損損失 2,601百万円   1,998百万円

その他 2,258百万円   2,287百万円

繰延税金資産小計 15,296百万円   14,405百万円

評価性引当額 △5,459百万円   △6,283百万円

繰延税金資産合計 9,837百万円   8,121百万円

(繰延税金負債)      
その他有価証券評価差額金 △8,199百万円   △6,848百万円

固定資産圧縮積立金 △586百万円   △548百万円

その他 △14百万円   △15百万円

繰延税金負債合計 △8,801百万円   △7,413百万円

繰延税金資産(負債)の純額 1,036百万円   708百万円

        
 

  前事業年度   当事業年度 

  (平成27年３月31日)   (平成28年３月31日)

        

法定実効税率 35.59％   33.02％

(調整)      
試験研究費等税額控除 △11.22％   △13.56％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.56％   1.13％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △9.63％   △12.56％

評価性引当額等の増減 0.90％   9.98％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 4.18％   2.68％

その他 △0.87％   △0.50％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.51％   20.19％
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④ 【附属明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

  
【引当金明細表】 

  

  

資産の種類 
当期首残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

有形固定資産             

 建物 25,716 3,640 423 1,418 27,514 73,503 

 構築物 9,820 963 32 601 10,149 33,130 

 機械及び装置 
 （注１） 

44,442 9,828 206 9,871 44,192 332,977 

 車両運搬具 98 57 0 34 121 698 

 工具、器具及び備品 
  

3,082 1,626 18 1,235 3,454 19,442 

 土地（注２） 20,551 185 
210 
(80)

- 20,526 20,526 

 建設仮勘定(注１) 6,357 19,973 18,788 - 7,543 7,543 

有形固定資産計(注２) 110,069 36,276 
19,680 

(80)
13,161 113,503 487,822 

無形固定資産             

 ソフトウエア 3,590 2,531 2 1,391 4,728 9,505 

 その他 817 487 1,192 30 81 227 

無形固定資産計 4,407 3,019 1,195 1,422 4,809 9,732 
 

機械及び装置 高砂工業所 合成繊維製造設備改造 460百万円

機械及び装置 滋賀工場 動力リニューアル工事 242百万円

機械及び装置 大阪工場 光学フィルム製造設備改造 202百万円

建設仮勘定 鹿島工場 発泡樹脂製品製造設備改造 697百万円

建設仮勘定 高砂工業所 エンジ棟移転工事 677百万円

建設仮勘定 高砂工業所 合成繊維製造設備改造 492百万円
 

区分 
当期首残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 105 804 1 908 

役員賞与引当金 94 110 94 110 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

     連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(3) 【その他】 

訴訟等 

（イ）当社は、韓国のUNO&COMPANY，LTD．並びに、米国のJBS HAIR，INC．及びJinny Beauty Supply Company,Inc.

を相手方とし、難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維に関する米国特許侵害訴訟を提起しております。本訴

訟については、2013年11月５日に当社の主張を認める地裁判決があり、同年12月３日に被告３社が控訴しま

した。2016年４月７日にその地裁判決を全面的に支持する控訴審判決があり、現在は最高裁判所への上告期

限内にあります。 

  

（ロ）当社は、韓国のSKC KOLON PI，Inc．及び米国のSKC，Inc．を相手方とし、ポリイミドフィルム製品に関する

米国特許侵害訴訟を提起しております。 

  

（ハ）当 社 は、Zhejiang  Medicine  Co.,Ltd.（ZMC），ZMC‐USA，LLC，Xiamen  Kingdomway  Group  Company，

Pacific Rainbow International Inc.,及びShenZhou Biology＆Technology Co.,Ltd．を相手方とし、酸化型

コエンザイムQ10に関する米国特許侵害訴訟を提起しております。 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

単元未満株式の買取り・
売渡し 

  

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 ― 

  買取・売渡手数料 無料 

公告掲載方法 
電子公告といたします。http://www.kaneka.co.jp/koukoku/index.html 
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  
(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類並びに 
確認書 

事業年度 
(第91期) 

自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日 

  
平成27年６月26日 
関東財務局長に提出。 

       

(2) 内部統制報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第91期) 

自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日 

  
平成27年６月26日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 発行登録書(普通社債) 
及びその添付書類 

 
平成27年４月20日 
関東財務局長に提出。 

       

(4) 四半期報告書 
及び確認書  

事業年度 
(第92期第１四半期) 

自 平成27年４月１日 
至 平成27年６月30日 

  
平成27年８月12日 
関東財務局長に提出。 

       

  
  

事業年度 
(第92期第２四半期) 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年９月30日 

  
平成27年11月12日 
関東財務局長に提出。 

       

  
  

事業年度 
(第92期第３四半期) 

自 平成27年10月１日 
至 平成27年12月31日 

  
平成28年２月10日 
関東財務局長に提出。 

       
 

(5) 臨時報告書 
        

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における
議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。 

  
平成27年６月29日 
関東財務局長に提出。 

      

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に
基づく臨時報告書であります。 

  
平成27年８月10日 
関東財務局長に提出。 

      

(6) 訂正発行登録書 

      

平成27年６月26日 
平成27年６月29日 
平成27年８月10日 
平成27年８月12日 
平成27年11月12日 
平成28年２月10日 
平成28年３月22日 
関東財務局長に提出。 

            

(7) 有価証券報告書の訂正報告書 
及び確認書 

事業年度 
(第91期) 

自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日 

  
平成28年３月18日 
関東財務局長に提出。 

 

      

(8) 自己株券買付状況報告書 

      

平成27年７月７日 
平成27年８月７日 
平成27年９月７日 
平成27年10月７日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

  

平成28年６月29日

株式会社カネカ 

取締役会 御中 

  

  

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カネカの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社カネカ及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  吉  田  享  司  ㊞ 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  渡  沼  照  夫  ㊞ 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  池  田  剛  士  ㊞ 
 



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社カネカの平成28年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  

内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、株式会社カネカが平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 

  

※１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

 ２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
 



独立監査人の監査報告書 

  

平成28年６月29日

株式会社カネカ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カネカの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カネカの平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 
  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

  
 

有限責任 あずさ監査法人 
 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  吉  田  享  司  ㊞ 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  渡  沼  照  夫  ㊞ 

        

  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士  池  田  剛  士  ㊞ 
 

  

※１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
 



  

【表紙】   

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年６月29日 

【会社名】 株式会社カネカ 

【英訳名】 ＫＡＮＥＫＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  角 倉  護 

 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 石 原  忍 

 

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島二丁目３番18号 

 

【縦覧に供する場所】 株式会社カネカ東京本社 

 (東京都港区赤坂一丁目12番32号) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

株式会社名古屋証券取引所 

 (名古屋市中区栄三丁目８番20号) 
 



１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 

代表取締役社長である角倉護及び取締役常務執行役員である石原忍は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び

運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠

組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。  

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。  

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性

に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及

び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社26社を対象として行った全社的な内部統制の評価

結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社49社及び持分法

適用関連会社３社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲

に含めておりません。 

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している事業拠点を「重要

な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上

高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわ

らず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要

な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し

ております。 

  

３ 【評価結果に関する事項】 

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

  

４ 【付記事項】 

該当事項はありません。 

５ 【特記事項】 

該当事項はありません。 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年６月29日 

【会社名】 株式会社カネカ 

【英訳名】 ＫＡＮＥＫＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  角 倉  護 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 石 原  忍 

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島二丁目３番18号 

【縦覧に供する場所】 株式会社カネカ東京本社 

(東京都港区赤坂一丁目12番32号) 

株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

株式会社名古屋証券取引所 

(名古屋市中区栄三丁目８番20号) 
 



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長角倉護及び当社取締役常務執行役員石原忍は、当社の第92期(自 平成27年４月１日 至 平成

28年３月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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